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研究要旨 

2010 年に改正臓器移植法が全面施行され、本人の意思が不明な場合には、家族の承諾

で臓器が提供できることとなった。しかしながらこの数年の脳死下および心停止下の臓

器提供件数は増えておらず、臓器提供のドナーをいかに増やすかが、日本の医療行政な

らびに日本臓器ネットワークにとっても大きな課題であり、臓器提供の選択肢提示件数

の増加およびそれに伴う承諾件数の増加が不可欠である。一方で、臓器提供が可能な施

設においても、適応基準を満たす患者全てに、必ずしも臓器提供の選択肢提示が行われ

ているわけではなく、主治医の心理的負担や躊躇がその阻害要因の一つであると考えら

れる。そこで、主治医の心理的な負担を減らしつつ効果的な選択肢提示を行うための手

法の開発及び普及が必要だと思われる。 

 また、担当する患者の家族への選択肢提示の実施は主治医の判断に基づくものである

が、選択肢提示からの臓器提供が特定の医療機関で多く生じている現状を鑑みると、施

設の体制や姿勢が主治医の選択肢提示実施の判断に何らかの影響を与えていると考え

られる。一方で、医療機関においての負担は医師の心理的負担だけではなく、経済的負

担も大きくあり、現在の診療報酬のみで臓器提供することが医療機関の負荷を軽減する

ことは非常に厳しいのも現実にある。 
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 本研究においては、主治医の心理的な負担を減らすことを目的とした「選択肢提示を

行う医師個人に対する心理的アプローチ」と、医療機関の負担を軽減しその体制整備を

促進することを目的とした「臓器提供が可能な施設を対象とした制度・体制的アプロー

チ」の双方向から、複合的な施策の検討を目指す。いずれのアプローチにおいても幾つ

かの柱を軸とした多角的な検討を目指し、「選択肢提示を行う医師個人に対する心理的

アプローチ」においては、小児の脳死下臓器移植症例に特有の課題の検討（柱 1）と、

医師の専門領域による治療方針（特に人生の最終段階の医療）の差異の検討（柱 2）を

踏まえ、ソーシャルマーケティング手法を用いてターゲットとなる医師のセグメント毎

の行動制御要因を明らかにした上で、選択肢提示に伴う心理的負担を軽減するためのフ

レームワークを検討し、そのフレームワークに沿う形でマニュアルや説明ツールの開発

を行う（柱 3）。「臓器提供が可能な施設を対象とした制度・体制的アプローチ」にお

いては、実際に脳死判定後に臓器提供を行った症例を用いて臓器提供に伴うコストを算

出し考察を加えて診療報酬改定等を目指した提言を行う（柱 4）と共に、地域レベル・

施設レベルでの課題を検討し（柱 5）、臓器提供が可能な医療機関及び医師が抱える選

択肢提示における課題を特定・解明して（柱 6）、また今年度は、新たに自動車運転免

許証裏面の意思表示欄の存在の認知と記入状況および臓器提供の意思表示を促進する

メッセージの開発を進めるために、web および運転免許試験場においての大規模調査を

実施した。 

 

A．研究目的 

 本研究においては、選択肢提示を行う

医師やコーディネーター（Co）の心理的

負担を減らしつつ効果的な選択肢提示を

行うための方法を見出し、そのマニュア

ルや説明ツールの開発や選択肢提示の理

想的な対応のあり方に関する提言と展開

を行う。さらに同意取得前後から判定、

臓器提供までの臓器提供施設の経済的負

担がどの程度あり、どのように負担して

いるのかを含め、さらなる臓器提供数の

増加のための原因究明及び要因分析をあ

わせて調査することを目的とする。 

 

B．研究方法 

研究目的の達成のため、本研究におい

ては、選択肢提示を行う医師個人に対す

る心理的アプローチと、それらの医師が

所属する臓器提供が可能な施設を対象と

した制度・体制的アプローチの両面から

調査・分析を行った。 

1．選択肢提示を行う医師個人に対する心

理的アプローチ 

 主治医の心理的な負担を減らしつつ効

果的な選択肢提示を行うための手法の開

発及び普及のために以下の 3つの柱で研

究を行った。 

 柱 1「小児脳死症例のオプション提示の
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現場での課題・問題点の抽出」（市川）で

は、小児の脳死下臓器移植症例に特有の

課題を明らかにするため、分担研究者の

施設と一般社団法人小児救急医学会を対

象とした意識調査を基に検討を行うとと

もに、被虐待児の除外における臨床現場

での問題点についても検討を加えた。さ

らに分担研究者の小児専門の救急センタ

ーを受診した小児の保護者 1,445 名を対

象としてアンケートを実施した。柱 2「急

性期病院における終末期医療（人生の最

終段階における医療）の一要素としての

臓器提供の選択肢呈示に関する研究」（名

取）では、臓器提供の意思確認の役割は、

だれが担うべきか、国内外の実情の調査

を行った。柱 3「臓器提供の選択肢提示を

行う際の理想的な対応のあり方に関する

研究」（江口（有））、「選択肢提示に関す

る行動科学的検証」（平井）では、適応基

準を満たす患者を抱える主治医の、臓器

提供の選択肢提示行動における制御要因

を網羅的に理解・把握するため、選択肢

提示を積極的に行っている医師及び選択

肢提示を積極的に行っていない医師を対

象に半構造化面接を続け、そこから得ら

れた知見を基に説明ツールの開発を行っ

た。 

2. 臓器提供が可能な施設を対象とした制

度・体制的アプローチ 

 さらなる臓器提供数の増加のための原

因究明及び要因分析を行うために以下の

3つの柱で研究を行った。 

 柱 4「レセプトから見た臓器提供にかか

わるコスト調査」（中尾）、「症例で評価し

た臓器提供にかかわる医療コストに関す

る研究」（竹田）では、脳死下臓器提供症

例発生時、施設側が負担する医療コスト

を明らかにするため、実際に脳死判定後

に臓器提供を行った症例を対象に脳死判

定後から摘出までの生体管理に必要とさ

れた費用を保険診療として計上すると仮

定し、これにかかる保険請求額を試算し

た。柱 5「臓器提供医療機関における選択

肢提示に関わる研究」（江口（晋））では、

臓器提供数の増加の為に、いかに臓器提

供に関する情報提供・選択肢呈示を行う

かが重要な鍵と考えられる。選択肢呈示

における現在の取り組みを調査し、改善

点を明らかにすることを目的とし、研究

を行った。柱 6「臓器提供が可能な医療機

関及び医師が抱える選択肢提示における

課題の特定・解明」（北村・竹田）では、

臓器提供が可能な医療機関及び医師が抱

える選択肢提示における課題を特定・解

明のみならず都道府県コーディネーター

の効果的な活動や今後のあり方を明らか

にするためにドナー主治医を検討した医

師と都道府県コーディネーターを対象と

し、全国から医師５名、都道府県コーデ

ィネーター３名への対面式の半構造化面

接を実施し、効果的なの検討を行った。 

 3. 意思表示欄の存在の認知と記入状況

および臓器提供の意思表示を促進するメ

ッセージの開発 

今年度は、さらに自動車運転免許証裏面

の意思表示欄の存在の認知と記入状況お
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よび臓器提供の意思表示を促進するメッ

セージの開発を目的として、警察庁、公

安委員会および警視庁の協力のもと、東

京都内の運転免許センターにで大規模ア

ンケートを実施した。 

 

（倫理面への配慮） 

 「臓器移植医療に関わる医療者（救急

専門医・小児科医・臓器移植コーディネ

ーター等）・「臓器提供者の家族」に関す

る個人情報やデータの取り扱いについて

は、対象者にあらかじめインフォームド

コンセントに関わる手続を実施し、個人

情報を厳格に管理保存した。その他のデ

ータについても疫学研究に関する倫理指

針、臨床研究に関する倫理指針に抵触し

ない形で収集、調査、解析を行った。さ

らに、医療機関の協力を得て行う臓器移

植医療に関わる医療者に対する調査は、

研究計画を当該分担研究者の所属する施

設の倫理審査委員会で承認を得て行った。 

 

C．研究結果 

1．選択肢提示を行う医師個人に対する心
理的アプローチ 

１）柱1（市川）小児救急医療関係者は8

年前の調査に比し、小児でも脳死を死と認

める割合が過半数と有意に増加するなど、

小児救急医療者の小児脳死に対する理解

は向上していると考えられた。一方で、実

際に現場での説明において、46％も「脳死」

と言葉を使わずに家族に対応し、「脳死」

と明言して説明する36.9％を大きく上回

るなど、医療者側の意識は高まってはいる

ものの、実際の現場では家族のわが子の

「脳死」の受容において種々の問題を医療

者側が抱えていることがわかった。また、

現場での最大の課題は被虐待児の診断と

除去であり、その緻密性、正確性、提供施

設のみで行うことの困難性が、小児救急医

療現場での脳死判定〜臓器提供提示〜移

植医療への一連の流れを妨げていた。小児

救命センターを受診した小児の保護者に

対するアンケート調査の結果として、一般

論として22.9%の保護者が子供の脳死下臓

器移植に対して賛成を選択した一方で、そ

れが自分の子供の脳死下臓器移植となる

と提供を希望するのは0.7%に留まること

が明らかになった。したがって、小児の臓

器提供に関しては、社会的な啓発は進んで

いる一方で、保護者の自分の子供に対する

考え方に関しては、学校教育などによる早

期の意識などが必要と考えられた。柱2（名

取）臓器提供経験がある施設として本院

ならびに国内の協力医療機関、さらに過

去に臓器提供経験のない施設としてT病

院を対象とし、臓器提供に関する意思確

認を家族に行う院内スタッフの現状把握

を、病院の臓器提供に関する責任者なら

びに院内に設置されたコーディネーター

に面接方式で行ったところ、口頭で行う

のか行政作成のパンフレットを渡すのか

の差があるものの、全ての病院で主に治療

に担当している医師が行っていた。いずれ

の病院でも臓器提供のための院内コーデ

ィネーターが設置されており、意思確認の
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サポートを行っていたが、最終的に家族に

対して行うのは治療を担当している医師

であった。臓器提供の経験がある施設では、

医師が行うことに対しての抵抗感はあま

り見られなかったが、経験がない施設では、

医師自身の抵抗感が強い印象があった。 

2)また、諸外国の状況を調査した結果、

2008 年 に 受 講 し た TPM （ Transplant 

Procurement Management）の Advanced 

International Training Course （スペイ

ン）では、臓器提供の意思確認は、治療を

行っている医師が行うのではなく、治療を

担当していない院内のコーディネーター

が、治療を行っている医師と同席して行う

ことを推奨していた。米国は、2013年、2014

年に訪問調査をピッツバーグ大学とテキ

サス大学で行ったが、一定の意識レベルに

低下した患者が発生したことを病院の医

師・看護師から、それぞれの地域のあっせ

ん 団 体 （ OPO: Organ Procurement 

Organization）に連絡があり、OPOスタッ

フが病院を訪問し患者を診察した後に、臓

器提供の可能性がある場合に患者家族に

直接臓器提供の意思を確認していた。 

以上より、治療を担当している医師が行

うことがほぼ常識とされる国内の状況と、

治療を担当する医師が行わない海外の状

況には大きな差があることが分かった。

柱 3（江口（有））半構造化面接から明ら

かになった選択肢提示行動における促進

要因及び阻害要因を基に、選択肢提示に

伴う心理的負担を軽減するためのフレー

ムワークの議論を行い、「家族の現状上

認識の理解を促進した上で、複数の終末

期医療に関するオプションを提示しし、

その 1 つとして臓器提供に関する選択肢

を含めるというコミュニケーション」を

目的とした、説明ツールを完成させた。

その開発にあたっては、医師にとっての

“渡しやすさ”＝“自身の患者及びその

家族にとっての必要不可欠な情報提供”

を意識しており、現場の医師からも「こ

れならば、患者家族のためにもなると感

じつつ、選択肢提示できる」、「ぜひ使っ

てみたい」というポジティブな評価を得

て、実際にパイロット医療機関で２例（２

０歳代男性、３０歳代女性）の家族に対

して使用された。その後、リーフレット

を使用した医師に対して詳細なヒアリン

グを行った結果、リーフレットは、①病

態・病状の説明（脳死であることの説明）

から回復困難な状態であることの告知、

今後の治療方針の検討、さらに患者本人

の臓器提供の意思の確認と、通常の終末

期のインフォームドコンセントにおける

医師・患者顔家族コミュニケーションの

流れに沿った内容の構成であり、説明の

中で違和感や負担感なく使用できた、②

詳細すぎる文字の解説ではなく、シンプ

ルなアイコンや簡潔で明解な記載である

ため使用しやすかった、③家族も取り乱

すことなく、時折、リーフレットを読み

ながら説明を冷静に聞き、説明後はその

ままリーフレットを持ち帰り、説明の数

日後、いずれの症例も家族から臓器提供

の申し出があった。 
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2. 臓器提供が可能な施設を対象とした制

度・体制的アプローチ 

柱 4（中尾）長崎大学病院にて脳死判定後

臓器提供を行い、平成２８年度は後ろ向

き調査であったが、今年度はさらに検討

症例を増やし、追加検討を行い、脳死下

７例、心停止下４例について解析を行い、

JOT から支払われる脳死臓器提供管理料

により充足されていた。しかしレセプト

を用いた算定可能な医療費のみの試算で

あり、人件費など他にかかる費用は含ま

れてはいない。（竹田）柱 5（江口（晋））

【地域レベル】長崎県では、提供施設、

移植施設、県コーディネーター(Co.)、臓

器移植ネットワーク、県が参加するカン

ファレンスを定期的に開催し、2014 年度

からは、モデル地域として、当院他、三

次救急施設、行政、メディア、ネットワ

ークがチームとして臓器提供推進に取り

組み、長崎県でのドナー情報件数は、2012

年の 15 件から、2016 年には 22 件、2017

年が15件と安定した情報数で推移してい

る。【施設レベル】選択肢呈示が進まない

一因としてドナーの担当医の負担が大き

いことが挙げられ、長崎大学病院では、

ドナー主治医診療科、移植医の他、関連

各科、事務が連携し、主治医負担軽減を

目指した業務分担ワーキンググループを

立ち上げた。柱 6（北村）インタビュー調

査の結果、県コーディネーターと医療機

関の医師との良好な関係が臓器提供に関

する選択肢提示数に関与していることが

示唆された。しかし調査対象の県コーデ

ィネーター全員は、施設や医師等と普段

から良好な関係を構築することが重要で

あると感じているものの、活動内容には

ばらつきがあることが明らかになった。

したがって県コーディネーターの日々の

効果的な活動を行うためには、①県コー

ディネーターの具体的活動内容の明示化

および標準化、②県 Co.の人材育成と具体

的な業務習得機会の設定、③県コーディ

ネーターのコミュニケーション能力の向

上、④具体的な活動規定の制定と評価体

制（質の担保）の構築、⑤メンター制度

の導入、⑥雇用形態・待遇の統一、⑦人

口や施設数に応じた県コーディネーター

配置体制の見直しの７つの体制を構築す

ることが重要であると考えられた。 

３. 臓器提供の意思表示を促進するメッ

セージの開発（平井） 

また、今年度から新たに臓器提供の意思

表示を促進するメッセージの開発を進め、

先述の研究結果をもとに、キャッチコピ

ーの作成経験者、臓器移植の専門家、行

動科学の専門家などがディスカッション

を行い、「ピア効果」、「gain フレーム」、

「loss フレーム」、「互恵性」、「ピア効果

＋互恵性」の４つ観点からメッセージを

開発した。以下のメッセージの文言は通

りで、 

１）ピア効果：既にたくさんの人が臓

器提供の意思表示をしています 

２）Gain フレーム：あなたの意思表示

で 6 名の人の命を救うことができるか

もしれません 
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３）Loss フレーム：ドナーが十分にい

ないために、毎週 5 人の命が失われて

います 

４）互恵性：自分が助ける側にも、助

けられる側にもなり得るからです 

１＋４）ピア効果＋互恵性：既にたく

さんの人が臓器提供の意思表示をして

います。それは自分が助ける側にも、

助けられる側にもなり得るからです 

上記のメッセージの効果を検証するため

に、調査会社のモニターを対象とする WEB

調査と免許更新センターに訪れた人を対

象とする質問紙調査を実施したところ、

WEB 調査でのメッセージの効果の検証と

しては、新しい運転免許証を交付される

前の人に対して、5 種類のリーフレット

（上記の 4 種類のメッセージと比較のた

めにメッセージを示さないもの）を示し

て、臓器提供の意思を示すかどうかをた

ずね（第一波調査）。また、メッセージの

効果が実際の行動を促したかを検証する

ために、運転免許証を実際に更新した人

に対しても、臓器提供の意思を示してい

るかをたずねた（第二波調査）。第一波調

査の回答者で、実際に運転免許証を更新

した人たちに対して、新しく交付された

運転免許証に臓器提供の意思を記入した

かをたずねたところ、21.4％の人が記入

したと回答した。第一波調査で示したメ

ッセージの種類ごとに記入した人の割合

を見ると、「ピア効果」：20.5％、「loss

フレーム」：22.2％、「 gain フレー

ム」:22.8％、「互恵性」：24.9％、「ピア

＋互恵性」：18.8％、「コントロール」：

19.7％であった。統計的な有意差はない

が、「コントロール」よりも、「ピア効果」、

「lossフレーム」、「gainフレーム」、「互

恵性」のメッセージで、記入すると回答

した人の割合が高かった。また、質問紙

調査でのメッセージの効果の検証として、

免許更新センターで運転者講習を受講し

た人に、開発した 4 種類のメッセージが

記載されたリーフレットとメッセージが

示されていないリーフレットを手渡し、

リーフレットの内容を確認してから質問

紙への回答を求め 7,615 人へ配布し、

3,747 人から回答を得たので、現在、集計、

解析を行っている。 

 

D．考察 

 研究の２年目である平成２９年度は、

「家族の現状上認識の理解を促進した上

で、複数の終末期医療に関するオプショ

ンを提示しし、その 1 つとして臓器提供

に関する選択肢を含めるというコミュニ

ケーション」を目的とした、説明ツール

を完成させた。実臨床でのパイロット運

用にて、新しい手法による臓器提供に関

する情報提供は、現場の医師に負担をか

けない方法で臓器提供数の増加に寄与す

る可能性が示唆された。また移植医療に

関わる医療従事者や家族、一般市民への

詳細な調査によって、選択肢提示や臓器

提供に関する様々なハードルや効果的な

メッセージ開発の基盤となる市民を対象

とした大規模調査を実施することができ
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た。最終年度は、それらの知見を統合し

て、本リーフレットのマニュアルや説明

ツールの全国展開によって、全国レベル

での臓器提供数の増加に繋がる可能性が

ある。 

 

E．結論 

 選択肢提示の障害として、選択肢提示

を行う医師個人における心理的負担と、

それらの医師が所属する臓器提供が可能

な施設における制度・体制的課題、双方

が絡み合っていることが判明し、主治医

の選択肢提示に伴う心理的負担の軽減に

寄与すると考えられる説明ツールを作成

し、パイロット運用を行った。そ説明ツ

ールの全国展開及を進め、臓器提供が可

能な施設を対象とした制度・体制的アプ

ローチにおいては、関連する患者家族、

ドナー側の医師、院内、都道府県、JOT コ

ーディネーターの相互理解を深め、選択

肢提示および臓器提供数の増加のための

政策施策への提言を行うものとする。 

 

F．健康危険情報 

 特記すべきことなし 

 

G．研究発表  

1. 論文発表 

 ※分担研究者の報告書を参照 

 

2. 学会発表 

※分担研究者の報告書を参照 

 

H．知的財産権の出願・登録状況（予定を

含む。） 

1．特許取得 

 該当なし 

 

2．実用新案登録 

 該当なし 

 

3．その他 

 特記すべきことなし。 
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厚⽣労働科学研究費補助⾦ 難治性疾患等政策研究事業 
（免疫アレルギー疾患等政策研究事業（移植医療基盤整備研究分野）） 

 

「ソーシャルマーケティング⼿法を⽤いた⼼停⽌下臓器提供や⼩児の臓器提供を含む 

臓器提供の選択肢呈⽰を⾏う際の理想的な対応のあり⽅の確⽴に関する研究」 

 

平成２９年度 分担研究報告書   
	

臓器提供の選択肢提示を行う際の理想的な対応のあり方に関する研究	

	

研究分担者：江口	 有一郎	 佐賀大学	医学部	附属病院	 肝疾患センター	 特任教授	

	

	 	 	 	 	

研究要旨	

日本における臓器提供を促進するためには、臓器提供の選択肢提示件数の増加およびそれ

に伴う承諾件数の増加が不可欠である。一方で、臓器提供が可能な施設においても、適応基

準を満たす患者全てに、必ずしも臓器提供の選択肢提示が行われているわけではなく、主治

医の心理的負担や躊躇がその阻害要因の一つであると考えられる。本研究では、適応基準を

満たす患者を多く抱えると考えられる救急科および脳外科の医師、また患者家族の需要状

況が成人と大きく異なると思われる小児科医を対象とし、臓器提供の選択肢提示を積極的

に行っている医師と積極的に行っていない医師双方への半構造化面接を通して、選択肢提

示行動の促進要因と阻害要因を明らかにした。また、それらの知見をもとに、主治医の選択

肢提示に伴う心理的負担の軽減に寄与すると考えられる説明ツールとして臓器提供の選択

肢提示をメインの内容にせず「終末期のあり方についてのインフォームドコンセント」のツ

ールの中に意思表示の有無を配置し情報提供を行うという方式のツールを開発し、実臨床

でのパイロット導入を行なった。	

最終年度においては、都道府県コーディネーターへの紹介および全国の協力医療機関への

導入を進めていく。	

	

A．研究目的	

	 2010 年に改正臓器移植法が全面施行され、

本人の意思が不明な場合には、家族の承諾

で臓器が提供できることとなった。しかし

ながらこの数年の脳死下および心停止下の

臓器提供件数は増えておらず、臓器提供の

ドナーをいかに増やすかが、日本の医療行

政ならびに日本臓器ネットワークにとって

も大きな課題であり、臓器提供の選択肢提

示件数の増加およびそれに伴う承諾件数の

増加が不可欠である。一方で、臓器提供が可

能な施設においても、適応基準を満たす患

者全てに、必ずしも臓器提供の選択肢提示

が行われているわけではなく、主治医の心

理的負担や躊躇がその阻害要因の一つであ

ると考えられる。	

	 そこで、本研究においては、医師の心理的

な負担を減らしてその自発的な選択肢提示

の実施を促すべく、ソーシャルマーケティ

ング手法を用いて、ターゲットとなる医師

のセグメント毎の行動制御要因を踏まえた

効果的な選択肢提示を行うための手法を開

発し、その効果的な手法を広く普及するこ

とを目的とする。	

	 ソーシャルマーケティングとは、社会的

に推奨される行動を普及させるための戦略

的なプロセスであるが 1)、公衆衛生分野に

特有の科学哲学や手法を取り入れるために、

諸外国における疾病予防・健康増進行動の

普及にかかる方法論（表１参照）もあわせて

参考にした。	
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B．研究方法	

本研究においては、適応基準を満たす患者を

抱える主治医の、臓器提供の選択肢提示行

動における制御要因を網羅的に理解・把握す

る事が非常に大切となる。そのため、臓器提

供が可能な施設において、適応基準を満たす

患者を診る機会が多いと考えられる救急科お

よび脳外科の医師、また成人に比べて特有の

課題があると想定される小児科医を対象とし

た半構造化面接を通して、医師個々人におけ

る選択肢提示実施の促進要因および阻害要

因を把握した。今年度は、これまで行ってきた

臓器提供に関わる医師・医療者の「深層心理

（インサイト）」のギャップや、選択肢提示行動

の促進要因・阻害要因等について、これまで

の半構造化面接から得られた知見を基に、

選択肢提示に伴う心理的負担を軽減するた

めのフレームワークの議論を会議で実施し、

（、その結果、「家族の現状上認識の理解を

促進した上で、複数の終末期医療に関する

オプションを提示しし、その 1 つとして臓

器提供に関する選択肢を含めるというコミ

ュニケーション」を目的とした、説明ツール

の開発とブラッシュアップを行った。	

	

	

C．研究結果	

1）選択肢提示の促進要因及び阻害要因	

	 選択肢提示を積極的に行っている医師と積

極的に行っていない医師双方への半構造化

面接の結果、「脳死とされうる状態の患者家

族に対しては、選択肢提示は行うべき」といっ

た基礎的認識は共有されていた一方で、該当

症例が選択肢提示を行なうべき症例なのか

といった迷いや、いつ選択肢提示を行うべ

きか、そのタイミングの測り難さなど、さま

ざまな躊躇が選択肢提示を行なう際の医師

にはあることが明らかとなった。	

	 また、選択肢提示に積極的な医師は、選択

肢提示を「患者や家族の意思の尊重（患者や

家族の希望を尊重する・かなえることが目

的であり、希望の聞き忘れがないように、情

報提供することが大事）」と考える一方で、

選択肢提示に積極的ではない医師は選択肢

提示を「悲嘆にくれる患者家族にとって酷

な行為」と考え、罪悪感すら感じていること

も明らかになった。	

	

2）説明ツールの開発	

	 半構造化面接から得られた知見を基に、

選択肢提示に伴う心理的負担を軽減するた

めのフレームワークの議論を班会議で実施

し、、その結果、「家族の現状上認識の理解を

促進した上で、複数の終末期医療に関する

オプションを提示しし、その 1 つとして臓

器提供に関する選択肢を含めるというコミ

ュニケーション」を目的とした、説明ツール

の開発とブラッシュアップを行った。	

	 ソーシャルマーケティング手法において

は、ターゲットの行動制御要因に焦点をあ

てたメッセージの開発が不可欠だが、その

際、“伝えるべき”ポイントを、ターゲット

にとって“受け取りやすい”形で伝えること

が極めて重要となる。本研究では、医療・公

衆衛生分野で実績のあるコピーライター及

びデザイナーに説明ツールの検討を依頼す

るとともに、医師にとっての“渡しやすさ”

＝“自身の患者及びその家族にとっての必

要不可欠な情報”を意識して開発にあたっ

た。	

	

（図	 原案）表紙	

	
	

（図	 原案）内面	
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また、開発途中、複数回にわたって、ターゲ

ットである救命救急に携わる医師や医療従

事者、都道府県コーディネーターや JOT コ

ーディネーターらの反応を収集してツール

案に反映しつつ、改善を進め、デザインを詳

細にブラッシュアップを行なった。さらに、

ヒアリングを通して、「家族の現状上認識の

理解を促進した上で、複数の終末期医療に

関するオプションを提示しし、その 1 つと

して臓器提供に関する選択肢を含めるとい

うコミュニケーション」は、医療者および患

者家族にとって著しい緊張状態で行われる

行為であり、それぞれの医師が個別の方法

や手順、用語など異なることが判明したた

め、説明ツールはデフォルトとして作成し、

自由に文言などを変更できるように、従来

Adobe 社の Illustrator を持ちて作成して

いたが、汎用性が高い Microsoft	 Power	

Point に変更し作成した。	

（図	 外面）A3 二つ折り	

	
	 	

（図	 内面）A3 二つ折り	

	
さらに長崎大学病院救命救命センターでの

実証実験を開始し、平成２９年度中に２例

の症例に対して実際に使用された（田﨑修	

分担研究者）。	

	

D．考察	

	 臓器提供が可能な施設においても、適応

基準を満たす患者全てに、必ずしも臓器提

供の選択肢提示が行われているわけではな

い現状であるが、その背景には、「選択肢提

示は行うべき」という認識は共有しつつも、当

症例が選択肢提示を行なうべき症例なのか

といった迷いや、いつ選択肢提示を行うべ

きか、そのタイミングの測り難さなど、さま

ざまな躊躇が選択肢提示を行なう医療者に

あることが明らかとなった。	

	 また、選択肢提示に積極的ではない医師

が感じる「選択肢提示は悲嘆にくれる患者

家族にとって酷な行為」といった意識も、主

治医が選択肢提示を躊躇する一因になって

いると考えられる。	

 本研究が目指す「家族の現状上認識の理解

を促進した上で、複数の終末期医療に関す

るオプションを提示しし、その 1 つとして

臓器提供に関する選択肢を含めるというコ

ミュニケーション」ツールの開発は、選択肢

提示における主治医の心理的負担を軽減す

るとともに、ツールの使用に伴い、主治医

が、普段の日常診療で行なっている“自身の

患者及びその家族にとっての必要不可欠な

情報”を、より分かりやすい資材を用いなが

ら説明することは臨床上のニーズも高いこ

とから、本手法が広く医療の現場に普及し、

選択肢提示件数の増加およびそれに伴う承

諾件数の増加につながる可能性がある。	

	

E．結論	

	 本年度、一連の調査を踏まえて開発した

「主治医の選択肢提示に伴う心理的負担の

軽減に寄与すると考えられる説明ツールを

完成させた。最終年度においては、全国の医

療機関で展開し、また JOT コーディネータ

ーや都道府県コーディネーターにも周知を

進め、効果を検証する予定である。	

	

F．健康危険情報	

	 特記すべきことなし	

	

G．研究発表	

1. 論文発表	
	 該当なし	

	

2. 学会発表	

11/34

機能の障害と処置

脳の機能がすべて失われて
いると考えられます。

ご自身で呼吸すること
ができません。

痛みなどの刺激にまったく反応がな
い。
昏睡状態にある。
記憶、感情、運動の命令などの機能
が 失われている。
呼吸・循環機能の調整などの機能が
失われている。

�

�

�

�

人工呼吸器を使用しないと呼吸ができな
い状況です。

心臓の機能が低下しています。
心臓を動かすために、現在、最大限
の薬剤を使用せざるを得ない状況で
す。

その他
（障害されている機能、症状など）

回復の見込み

できる限りの処置を施しておりますが、残念ながら回復の見込みはありません。

2

起こりうる事態

・ 急激な血圧の低下 ・ 突然の心臓停止

・ 肺炎、敗血症などの重篤な感染症等

その他

ご意思をお聞かせください

これより先はご意思の確認が必要な段階です。
ご本人が「万一のときはこうしてほしい」とおっしゃっていたことがあれば医師に
お伝えください。また、ご家族のご希望をお伝えください。

□ 命の続く限り最後まで処置してほしい。

□ 回復の見込みがないのなら、処置はやめてほしい。

ご本人のご意思をご確認ください

□ ご本人が免許証・保険証などで臓器提供の意思表示をしている。
（臓器・組織提供について詳しい話を聞きたい方はお知らせください）

3



 -	4	-	

該当なし	

	

H．知的財産権の出願・登録状況（予定を含

む。）	

1．特許取得	

	 該当なし	

	

2．実用新案登録	

	 該当なし	

	

3．その他	

	 特記すべきことなし。	

	

参考文献・資料	

１）Kotler	P,	Lee	NR.	Social	Marketing:	

Influencing	 Behaviors	 for	 Good.	 Sage	

Publications;	2008.	
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        平成28年度厚生労働省科学研究費補助金（免疫アレルギー疾患等政策研究事業） 

「ソーシャルマーケティング手法を用いた心停止下臓器提供や小児の臓器提供を含む臓器提供

の選択肢提示を行う際の対応のあり方に関する研究」班 

     

            分担研究：小児科領域の選択肢提示の実態に関する調査研究 

 

              平成29年分担研究報告書 

     「保護者の脳死・脳死下臓器移植に対する意識に関する調査」 

   主任研究者 江口有一郎 佐賀大学医学部地域医療支援学講座消化器内科学 

    分担研究者 市川光太郎 北九州市立八幡病院小児救急センター 

 

【研究要旨】 

（目的）臓器移植法の改定が行われても 15 歳以下の小児の脳死下臓器移植症例がなかなか増え

ない現状において、保護者に対する子どもの脳死や脳死下臓器移植に対する意識調査を行い、子

どもの臓器移植を決定可能な保護者の特徴を評価して、脳死とされうる状態での脳死判定からオ

プション提示等の方法論の改善につなげることを目的とした。 

（方法）調査は小児科外来を受診した保護者を対象にアンケート用紙に回答する方法で行った。 

（結果）1,445人の保護者から回答が得られ、属性では87.5％が母親で、66％に幼児以下の子ど

もがいて、93%が健康な子どもであった。ドナーカードの保有率は 14.8％であった。子どもの年

齢と健康状態でのカード保有率に有意差は認めなかった。 

 脳死はヒトの死に対する考えは、「そう思う」が 42.8％、「思わない」が 47.7％であった。子

どもの脳死下臓器移植に対して、「賛成」が 22.9％、「反対」が 2.9％、「どちらとも言えない」

が73.0％であった。わが子の脳死とされうる状態の受容は、「できる」が4.4％、「できない」が

31.1％、「できるかも？」が62.3％であった。子どもの臓器提供の意思を尋ねられる場合、「積極

的に話を聞く」が2.3％、「聞きたくない」が7.3％、「聞いて考える」が67.6％であった。わが

子の脳死下臓器移植に関しては、「考えられない」が 15.4％、「積極的に考える」が 3.6％、「説

明によっては考える」が60.8％であった。自由記載では受容型・迷い型・否定型に分類したが、

医師との強いコミュニケーションが不可欠であるとの意見が多く、また、脳死判定基準の精緻性、

診断の正確性など、終末期医療を含めた医療側の詳細な説明を希望していた。 

（考察）保護者のカード保有率は既存の報告と同程度であった。脳死はヒトの死の考えは、そう

思う・思わないが半々であり、予想より、脳死はヒトの死の考えが多いと思われた。子どもの脳

死下臓器移植も賛成が多かったが、わが子の脳死の受容は受容できないが多かった。一般論と我

が子の場合にはその考え方に相当の隔たりが存在していた。 臓器提供の意思の問い合わせ、実

際の脳死下臓器移植では否定的な意見が多かったが、話や説明によって考えるという保護者が過

半数を超えており、やはり脳死や脳死下臓器移植に関する情報不足で日頃から現実的に考得るこ

とがないものと思われた。脳死問題に関する父母の考えには有意差をもって父親が肯定的で有

り、その父性・母性や見聞の違いが生じる生活スタイルに基づくものと予測された。 

（結語）アンケート結果から、「知る機会がない」、「考える機会がない」との意見が多く、脳死・

脳死下臓器移植等に関する情報不足、議論不足が保護者の脳死問題に関する理解・考察不足につ



 
 
                                                            

 2

ながっており、実際に脳死現場での正確な対応ができないと考えられた。いずれにせよ、議論や

考察する機会が日常的に少なく、その機会が増やすことが不可欠である。また、父母の考え方の

違いを明らかに認め、母が子どもの脳死問題にやや消極的であることから、特に母親への啓発が

重要と思われ、臓器のみならず精神性の命の移植を啓発すべきである。 

 

【見出し語】 

保護者の意識、小児の脳死、小児脳死下臓器移植、脳死診断の正確性、父母の意見の相違

 

A.研究目的 

 平成22（2010）年7月の「臓器移植に関す

る法律の一部を改正する法律」いわゆる臓器

移植改正法の制定により、15歳未満からの小

児の脳死下臓器移植が可能となった。しかし、

現実には、小児の脳死下臓器移植症例がなか

なか増えない現状である。小児医療関係者の

脳死と臓器移植に関する意識調査は法改正

前の 2008 年に日本小児救急医学会会員の報

告 1）がある。しかし、子どもを持つ保護者の

子どもの脳死や脳死下臓器移植に対する意

識調査は今まで皆無であり、今回、実際に15

歳未満の子どもの臓器移植を決定可能であ

る小児科受診の保護者の意識を把握して、今

後の小児の脳死とされる状態での脳死判定

からオプション提示等の方法論の改善につ

なげることを目的とした。 

 

B.研究方法 

 北九州市とその近傍の開業小児科医を受

診し、調査協力に同意した保護者に直接的ア

ンケート調査（表1）を行い、その場で回収

し、北九州市立八幡病院小児救急センターに

配送して頂き、当センターにて集計・統計処

理を行った。 

 なお、統計学的検討は,Fisher検定を用いて

処理を行い,p<0.05 以下を有意とした。 

C.倫理的検討 

 アンケート調査対象は各小児科医院を受診

した、調査協力に同意した不特定の保護者で

あり、個人的評価は行い得ないアンケート調

査である。さらに、アンケート内容と方法に

関しては、北九州市立八幡病院倫理委員会の

議を経て実施して行っており、本調査に倫理

的問題は認めない。 

D.研究結果 

（1）アンケート調査（表1） 

 2017年5月1日〜6月30日の期間におい

て、北九州市内及び近郊の小児科診療施設11

施設に通常診療で受診された保護者に対し

て、アンケート目的に同意を得られたケース

に調査を行い、総数1,445人の保護者から回

答が得られた。 

（2）アンケート内容別結果（回答者属性） 

①回答者属性-Ⅰ（受診家族の種類） 

 1264人87.5％が母親、129人8.9％が父親、

36人2.5％が祖母、7人0.5％が祖父、その

他が9人0.6％であった（図1）。 

②回答者属性-Ⅱ（最少年齢の子ども） 

 子どもの年齢層で子どもの脳死への考え

方が異なるかもしれないと考えて、我が子の

最少年齢を質問した。5歳未満の幼児の保護

者が66.0％と過半数を占め、低年齢の子ども

の保護者が多い結果であった（図2）。 

③回答者属性-Ⅲ（子どもの健康状態） 

 子どもの健康状態（寝たきり、長期脳死状

態など）で子どもの脳死への考えが異なるか

もしれないと考えて設問に加えた。結果は

93.1％が健康な子どもであり、寝たきりは

0.8％、健康とは言えないが寝たきりでも無

い基礎疾患を有している保護者が5.4％存在

した（図3）。 
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 この中でドナーカード（以下、カードと表

記する）保有率を検討したが、健康な子ども

で 14.8％の保有率、寝たきりのお子さんで

0.0％、健康とは言えないが寝たきりでも無

い基礎疾患を有している場合 12.8％の保有

率であった。 

（3）保護者のカード保有率 

 保護者のカード保有率は14.8％であった。 

保有率は保護者の比率とほぼ同じ保有率で

あったが、母親の中で 14.6％、父親の中で

16.3％、祖父の中で28.6％、祖母の中で5.6％

であった（図4）。 

 記入率を設問していないが、保有率だけで

の評価としては、既存の報告とさほど変わら

ない比率で一定の保護者がカードを有して

いた（図5）。 

（4）子どもの年齢層とカード保有率 

 同胞の中で最も低年齢の子どもの年齢層

を設問して、分類した。乳児が21.3％、5歳

未満の幼児が44.7％（合わせて、幼児以下が

66.0％）、5歳〜10歳未満が18.5％、10歳以

上が14.2％であり、幼児以下の子どもを有し

ている保護者が多かった。それぞれの年齢層

でのカード保有率は乳児15.6％、幼児13.8％、

5〜10 歳未満17.9％、10歳以上11.2％であ

った。この年齢層別に保護者のカード保有率

に統計学的有意差は認めなかった。 

（5）臓器移植に限り「脳死はヒトの死」と

いう考えに対する思い 

 回答者全員では「そう思う」が42.8％、「そ

う思わない」が47.7％との結果であった（図

6）。しかし、「そう思う」の父母の中での比

率は父親の 55.8％、母親の 40.9％で有意差

（p＜0.0１）を持って父親が多かった。当然

ながら、逆に「そう思わない」は有意差（p=

＜0.01）を持って、母親に多かった。また、

カード所持には「そう思う」と「そう思わな

い」に有意差は認めなかった（図7）。 

 また、「そう思う」と「そう思わない」に

子どもの年齢層や子どもの健康状態での有

意差は認めなかった。 

（6）子どもの脳死下臓器移植に対する意見 

 回答者全員では「賛成」が22.9％、「どち

らとも言えない」が73.0％、「反対」が2.9％

であった（図 8）。「賛成」の父母の中での
比率は母親の21.9％、父親の33.3％であり、

有意差（p=＜0.01）を持って、父親に多い結

果であった。「どちらとも言えない」は母親

の742％、父親の62.8％デリ、有意差（p=＜

0.01）を持って、母親に多い結果であった。

「反対」は母親の 2.8％、父親の 3.1％であ

ったが、有意差は認めなかった。 

 さらに、カード保有において、カード保有

は「賛成」が「どちらとも言えない」に比べ、

有意差（p=＜0.01）を認めた（図9）。 

 また、「賛成」、「どちらとも言えない」、「反

対」に子どもの年齢層や子どもの健康状態で

の有意差は認めなかった。 

（7）わが子の「脳死とされうる状態」の受

容はできるか？ 

 回答者全員では「絶対受容できない」が

31.1％、「もしかしたら、受容できるかもし

れない」が 62.3％、「受容できる」が 4.4％

であった（図10）。 

 「絶対受容できない」の父母の中での比率

は母親の 32.8％、父親の 18.6％であり、有

意差（p＜0.01）を持って母親に多かった。「も

しかしたら、受容できるかもしれない」は母

親の 61.9％、父親の 62.0％で有意差は認め

なかった。「受容できる」は母親の3.1％、父

親の16.3％で有意差（p＜0.01）をもって父

親に多く認めた（図11）。 

 カード保有においては、カード保有は「絶

対受容できない」が「もしかしたら、受容で

きるかもしれない」に比べ､有意差（p=＜0.01）

をもって少なかった（図11）。 

 また、「絶対受容できない」、「もしかした

ら、受容できるかもしれない」、「受容できる」

において、子どもの年齢層や子どもの健康状

態での有意差は認めなかった。 
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（8）脳死下臓器移植医療の一貫で、わが子

の臓器提供の意思を訊ねられる場合 

 回答者全員では「臓器提供は絶対しないの

で話も聞きたくない」は7.3％、「話だけは聞

いて考えてみる」は67.6％、「移植希望なの

で積極的に話を聞く」は2.3％であった（図

12）。 

 「臓器提供は絶対しないので話も聞きたく

ない」の父母の中での比率は母親の7.4％、

父親の7.0％であり、有意差は認めなかった。

「話だけは聞いて考えてみる」は母親の

68.3％、父親の62.0％であり、有意差は認め

なかった。「移植希望なので積極的に話を聞

く」は母親の 2.0％、父親の 4.7％であり、

p=0.0598と有意差は認めなかった。 

 カード保有においては、カード保有は「臓

器提供は絶対しないので話も聞きたくない」

に比し「話だけは聞いて考えてみる」が有意

差（p＜0.05）をもって多かった（図12）。 

 また、「絶対受容できない」、「もしかした

ら、受容できるかもしれない」、「受容できる」

において、子どもの年齢層や子どもの健康状

態での有意差は認めなかった。 

（9）わが子の脳死下臓器移植に関して 

 回答者全員では「全く考えられない」が

15.4％、「説明によって考える」が 60.8％、

「積極的に考える」が3.6％、「移植を希望す

る」0.7％であった（図13）。 

 「全く考えられない」の父母の中での比率

は母親が父親に比し有意差（p＜0.01）をも

って多かった（図14）。「説明によって考える」

と「積極的に考える」は母親と父親に有意差

は認めなかった。 

 カード保有においては、カード保有は「説

明によって考える」が「全く考えられない」

に比し､有意差（p＜0.01）をもって多かった

（図14）。 

 また、「全く考えられない」、「説明によっ

て考える」、「積極的に考える」、「移植を希望

する」において、子どもの年齢層や子どもの

健康状態での有意差は認めなかった。 

 さらに、「全く考えられない」、「説明によ

って考える」、「積極的に考える」、「移植を希

望する」において、子どもの年齢層や子ども

の健康状態での有意差は認めなかった。 

（10）子どもの脳死診断および臓器移植に関

しての自由意見 

 色んな意見が記入されていたが、「受容型」

と「迷い型」「否定型」に大別して、その抜

粋を表2に示した。 

 特記すべきは脳死診断基準が正確なの

か？脳死の判断・判定が間違いないか？と、

現在の医学基準に疑問を有している保護者

が居られると言うこと、提供後のドナーのフ

ォローをきちんとして欲しいとの想いの保

護者も居られると言うことが判った。 

 現実的に、一般知識として、脳死・脳死下

臓器移植・子どもの脳死に関しての知識は十

分でないため、わが子がその状態になったと

きに深慮するほどの知識が無いとの意見が

多かった。すなわち、日常生活に子どもの脳

死を含めて、脳死・脳死下臓器移植を話題に

して議論するなどの機会が無いのが現状で、

わが子の場合に決断できないことが予想さ

れるとの意見が多く、普段から日常生活で議

論ができるような情報も欲しいとの意見が

みられた。 

 

E.考察 

 これまで、小児救急医療関係者の脳死と臓

器移植に関する意識調査は一般社団法人日

本小児救急医学会が法改正前の2008 年 3月

と2016 年７月とに2度行った会員調査報告

があり、8年間で、脳死や臓器移植に関して

随分と前向きな意識に変化していることが

報告 2）3）された。 

 しかし、実際の保護者の意識調査は皆無で

ある。そこで、2017年5月1日〜6月30日

の期間において、通常小児診療にて一般外来

受診の保護者に無作為に子どもの脳死と脳
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死下臓器移植の意識調査を行い、協力を得て

回答を頂いた保護者が同意を得たと判断し、

1,445人から回答を得て、その分析を行った。 

 回答者の87.5％が母親で、次いで父親、祖

母、祖父であり、通常の受診形態と同じであ

った。さらに、子どもの年齢で脳死に対する

考え方も変わるであろうとの推察により、家

庭で最も小さな子どもの年齢層を設問した

が、疾病罹患の多い、幼児以下が66.0％と通

常診療と同じ傾向であった。また、子どもの

健康状態に関しては、93.1％が健康で有り、

寝た切りなどの基礎疾患を有しているお子

さんは少なく一般外来診療対象と変わらな

い傾向であった。以上から、今回の調査の回

答者の属性は一般小児外来受診対象者と変

わらないと考えられた。なお、子どもの年齢

層、健康状態において保護者全体のカード保

有率に有意差は認めなかった。 

 保護者全体でのカード保有率（記入率は設

問していない）は 14.8％であったが、2004

年読売新聞 9％、2012 年オリコンリサーチ

17.7％、2016年8月JOT（日本臓器移植ネッ

トワーク）22.8％（認知率68％､記入率11.1％）

の報告に比し、やや低値といえるかもしれな

いが、お互いの調査対象者が不明のため、地

方の一般家庭の保護者のカード保有率が極

端に低いとは考えなくて良いと考えられた。

カード保有の回答者属性実数は保護者の構

成割合とほぼ同じであった。なお、保護者間

のカード保有率に有意差は認めなかった。ま

た、子どの年齢層別や健康状態のカード保有

率には有意差を認めず、これらの要素は保護

者のカード保有率に影響は与えないことが

判った。 

 臓器移植に限り「脳死はヒトの死」という

考えに関して、「そう思う」が半数近く

（42.8％）いて、「そう思わない」（47.7％）

と余り変わらないことが判り、我が国の脳死

の考え方に一定の理解があることが判った。

この視点からいけば、もっと子どもからの臓

器移植数が延びても良いと想われるが、何ら

かの臓器提供に進めない要素が存在すると

想われ、その要素を見いだすことが課題であ

る。 

 この背景で、父親のほうが、母親より有意

に「そう思う」との考えが多かったこと、も

ちろん、母親が「そう思わない」との考えが

有意に多かったことから、子どもの脳死に対

する考え方は父母間で有意な相違がある
ことから、母親の意識を高める活動が必要

である。なお、子どもの年齢層や健康状態は

この考えに影響は与えていなかった。  

 子どもの脳死下臓器移植に対する意見に

おいて、反対は3％以下で、賛成が23％と反

対より多かったが、73％はどちらともいえな

いとの答えていて、日常生活にて現実的に脳
死・臓器移植の問題を考える機会がない、

少ないことが予想された。属性別には父親が

母親に比し有意差をもって賛成が多かった。

また、どちらとも言えないは有意差をもって

母親に多いと言う結果であった。この相違は、

脳死問題等に見聞する頻度に差があり、父母

の生活スタイルの違い、父性・母性の違い
によるものが予想された。さらに、カード保

有率を見てみると賛成の回答者がどちらと

も言えない回答者に比し有意差をもって高

かった。この結果は予測範囲内であった。な

お、子どもの脳死下臓器移植に対する意見で

子どもの年齢層や健康状態は特に有意な所

見は認めなかった。 

 わが子の「脳死とされうる状態」の受容に

関して、受容できないが30％強であり、受容

できる4％余り、もしかしたら受容できるか

もしれないが60％強で有り、明らかにわが子

の受容はできないが多かった。しかし、もし

かしたら受容できるかもしれないが半数を

超えているということは、ターミナルケアの

一環として、脳死診断が不可欠であることを

啓発していくことが、一般社会で脳死受容
率が変わる可能性が示唆されると考えられ
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た。父母の考えでは、有意差をもって、母親

に受容できないが多かった。もしかしたら受

容できるに父母の有意差は認めなかったが、

受容できるは父親が有意差をもって多かっ

た。この理由は子どもの脳死下臓器移植に対

する考えと同じで、父母の生活スタイルの違

いや父性・母性の相違によるものと予測され

た。 

 カード保有率は絶対受容できないが、もし

かしたら受容できるかもしれないに比し､有

意差をもって少なかったことは予想に違わ

ない結果であった。 

 なお、わが子の脳死の受容に対する意見で

子どもの年齢層や健康状態は特に有意な所

見は認めなかった。 

 脳死下臓器提供の一環でわが子の臓器提

供の意思を訊ねられる場合に関しては、 

話も聞きたくないは7％強、移植希望なので

積極的に聞くは2％強であり、話だけは聞い

てみるが67％余りであった。特にどの項目も

父母との違いに有意差は認めなかった。しか

し、話だけは聞いてみるが過半数存在するこ

とは、脳死判定から診断、臓器提供の正確な

プロセス、その後の流れ・フォローなどの説

明が、わが子が症例となった時点でなく、日

常的に広く行われることが重要であると考

えられた。 

 わが子の脳死下臓器移植に関して、全く考

えられないが15％強、積極的に考えるが4％

弱、移植を希望するも0.7％認めたが、やは

り説明によって考えるが60％と大半を占め、

多くの保護者がわが子という現実では十分

に考察できる状況に無いことを示している

と考えられた。特に、母親が父親に比し有意

差をもって全く考えられないが多かった。こ

の理由は、父性・母性の相違など前述の項で

の考え方と同じと想われた。説明によって考

えるという点は父母に有意差は認めなかっ

た。なお、カード保有率は説明によって考え

るが全く考えられないに比し､有意差をもっ

て多かった。以上のことから、臓器提供・移

植に関する説明を、日常診療の中でも医療
側がきちんと行うこと、さらに日頃から子ど

もの脳死と臓器提供の話題を提供すること

により、わが子の臓器移植をさらに積極的に

考える人が増える可能性はあると想われる。 

 子どもの脳死診断および臓器移植に関し

ての自由意見は表2に抜粋して纏めたが、色

んな意見があり、子どもの脳死下臓器移植を

進めるにあたって参考になる意見が多数認

められた。意見は「受容型」と「迷い型」、「否

定型」に三別して検討した。 

 現時点での子どもの脳死判断基準が正し

いのか？実際の脳死診断・判定が間違いない

のか？との基本的な不安意見も認めた。移植

後のドナーのフォローを危惧する意見も認

められた。また、医師との強いコミュニケー

ションが不可欠であるとの意見が多く、医師

との信頼関係の元に成り立つとの考えであ

った。 

 以上からも、現実的に、一般知識として、

脳死・脳死下臓器移植・子どもの脳死に関し

ての知識は十二分では無いため、わが子がそ

の状態になったときに深慮・決定判断するほ

どの知識が無いと考えられる。すなわち、日

常生活に子どもの脳死を含めて、脳死・脳死

下臓器移植を話題にして議論するなどの機

会が少ないために、わが子の場合に決断でき

ないことが予想され、普段から日常生活で議

論ができるような情報・機会を作るべきであ

り、特に母親向けの啓発活動・研修会・母親

教室などが求められる。さらに、脳死下移植

医療は臓器の提供移植のみならず、ドナーの

精神性の命も移植されルことを理解して貰

う必要があると考える。 

 啓発活動の具体的方法論は今後喫緊に検

討すべきであるが、SIDS防止月間、虐待防止

月間を厚労省が制定して活動しているよう

に、脳死・臓器移植問題啓発キャンペーン月

間は制定し、JOTと情報提供や啓発活動に
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賛同する5類提供施設が協働で地域での啓発

活動を行う（施設にイセンティブを付けるこ

と等も考慮）などを検討していくことも必要

であろう。 
F.結論 

 小児科外来受診保護者への子どもの脳

死・臓器移植のアンケート調査を行った。 

 保護者のカード保有率は 14.8％で既存報

告率とさほど差は認めなかった。子どもの年

齢層や健康状態別にカード保有率に有意差

はなかった。脳死はヒトの死との考えは半数

弱であり、意外と多い印象であった。子ども

の脳死下臓器移植に関する意見では賛成が

反対より多いものの、過半数がどちらとも言

えないであり、現実的にこの問題を熟慮でき

ていないとも考えられた。カード保有率は賛

成で有意に多い結果は予測通りであった。わ

が子の脳死とされうる状態の受容は受容で

きないが、受容できるに比し圧倒的に多く、

この課題にても過半数がもしかしたら受容

できるかもしれないと答えていることは、や

はり、日頃からこの問題に関しての意思が決

定されていないと思われた。脳死とされうる

状態になったわが子の臓器提供の意思を問

われた場合、絶対聞きたくないとの意見もあ

ったが、話だけは聞いて考えてみるとの回答

が過半数も認めたことは前述の考察通りに

日常的に意思決定していないと言うことだ

ろうと思われた。カード保有率は話だけは聞

いて考えてみるとの回答者が絶対聞きたく

ないとの回答者に比し、統計学的に有意に多

かったことも予測される結果であった。わが

子の脳死下臓器移植は全く考えられないが

15％を占めたが、やはり、説明によって考え

るが過半数を占めていたことも日常的にこ

の問題が一般家庭で話題になっていないと

予想される結果と考えられた。 

 一方、父母の考えの相違は統計学的有意差

を認めて、「脳死はヒトの死との考えへの賛

成」、「子どもの脳死下臓器移植に対する賛

成」、「わが子の脳死状態の受容」で父親が有

意に多い結果であったことから、父母の生活

スタイルに違いによりこの問題への見聞の

量的問題ではないかと推測された。 

 その他の自由意見を含めて、知る機会がな

い」、「考える機会がない」との意見が多く、

脳死・脳死下臓器移植等に関する情報不足、

議論不足が保護者の脳死問題に関する理

解・考察不足につながっており、実際に脳死

現場での正確な対応ができないとの回答が

多かった。いずれにせよ、議論や考察する機

会が日常生活において現時点でないことが

現実的意思決定ができないことにつながっ

ており、おそらく家族もその機会が増えるこ

とを期待していることと想われ、もっとその

機会を政策的に増やす必要がある。例えば、

脳死・臓器移植問題啓発キャンペーン月間は

制定し、啓発活動実施に賛同する5類提供施

設がJOTと協働で地域での啓発活動を行うな

どである。さらに、医師との強いコミュニケ

ーションが不可欠であるとの意見が多く、医

師との信頼関係の元に成り立つとの考えで

あり、医療側の対応も改善していく必要が求

められる。特に臓器のみではなく、ドナーの

精神性の命も移植されていくように努める

べきである。 
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 特になし 

 

I.投稿、発表予定 

①第 422 回日本小児科学会福岡地方会

（2018.2.10.北九州）にて発表予定 

②第32回日本小児救急医学会総会（2018.6.3.

筑波国際会議場）にて発表予定 

③日本小児救急医学会雑誌に投稿予定 

 

J.知的財産権の出願・登録状況 

 特許、実用新案などの取得は特に予定なし 
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生（さとうフレンズこどもクリニック）、西

野 裕先生（西野小児科医院）、桑野 聡先

生（くわのキッズクリニック）、田中耕一先

生（田中ひろし小児科内科）、宮地良介先生

（みやじ子どもクリニック）、大原延年先生

（大原小児科医院）、金 奉吉先生（永犬丸

小児科医院）、三宅 巧先生（みやけクリニ

ック）、北九州市立八幡病院小児科外来 

 



厚生労働科学研究費補助金（免疫アレルギー疾患等政策研究事業）  

「ソーシャルマーケティング手法を用いた心停止下臓器提供や小児の臓器提供を含む

臓器提供の選択肢提示を行う際の対応のあり方に関する研究」班 

分担研究報告書   

 

急性期病院における終末期医療（人生の最終段階における医療）の一要素とし

ての臓器提供の選択肢呈示に関する研究 

研究分担者 名取 良弘 飯塚病院 副院長・脳神経外科部長  

 

研究要旨 

行政作成のパンフレットを使用する・使用しないにかかわらず、そもそも臓器提供の意思

確認を行うのが急性期病院の治療を担当している医師であることが適切であるかどうかに

疑問が投げかけられた。本年は、臓器提供の意思確認の役割は、だれが担うべきか、国内

外の実情を調査すると、治療を担当している医師が行うことがほぼ常識とされる国内の状

況と、治療を担当する医師が行わない海外の状況には大きな差があることが分かった。一

方で、根本的に人生の最終段階における医療で介入する急性期病院の職員が国内では限ら

れていることが背景にあると考えた。そこで、本年、死亡退院後の患者家族にアンケート

調査を行う研究を立ち上げて、調査を開始した。次年度も継続する。 

Ａ．研究目的 

  臓器提供の意思確認の役割をだれが担

うべきか、国内外の実情を調査検討する。

また、その背景にある状況を調査すること。 

 

Ｂ．研究方法 

① 臓器提供の意思確認を行うスタッフ調

査 

臓器提供経験がある施設として本院なら

びに中村記念病院、過去に臓器提供経験の

ない施設として東京慈恵会科大学附属柏病

院を対象。 

 臓器提供に関する意思確認を家族に行う

院内スタッフの現状把握を、病院の臓器提

供に関する責任者ならびに院内に設置され

たコーディネーターに面接方式で行った。 

海外は、過去の調査研究から国内状況と

比較検討した。 

② 急性期疾患で救命困難となった場面で

の他職種による院内サポート体制の調査 

①の結果、急性期病院で不幸にも救命困

難となった場面では、医師・看護師らによ

る治療チームへの他職種による院内サポー

トが海外と比べ少ないことが明らかとなっ

た。院内サポートの重要性を明らかにする

ため、急性期病院で加療を受けたのち死亡

退院された患者の家族に対するアンケート

調査を行うこととした。 

実施は以下の通り。 

１） 脳神経外科入院患者の入院時に、患者

家族に退院後に任意のアンケート調査

があることを伝える書類（別紙１）を

渡す。 

 当院では、死亡退院以外の患者家族

には、退院時にアンケート調査を行っ

ているが、死亡退院の場合には行って

いない。今回の調査は、現在行ってい

ない死亡退院患者家族へのアンケート

であり、用紙は後日自宅へ送付する方

法をとるため、事前のアナウンスが必



要と倫理委員会から指摘されたため、

別紙１の用紙を、脳神経外科に入院す

る患者家族すべてに渡すこととした。 

２） 死亡退院後、50日を経過したのち、別

紙２のアンケート用紙を患者家族（入

院時登録されたキーパーソン１）の自

宅に返信用の封筒を入れて送付する。 

３） 返送されたアンケート用紙を集計分析

する。 

 

（倫理面への配慮）本調査は、飯塚病院倫

理委員会で審議の上、承認された。（平成3

0年1月10日：R-17190） 

 

 

Ｃ．研究結果 

① 臓器提供の意思確認を行うスタッフ調

査 

１） 国内の実情 

口頭で行うのか行政作成のパンフレッ

トを渡すのかの差があるものの、全て

の病院で主に治療に担当している医師

が行っていた。いずれの病院でも臓器

提供のための院内コーディネーターが

設置されており、意思確認のサポート

を行っていたが、最終的に家族に対し

て行うのは治療を担当している医師で

あった。 

臓器提供の経験がある施設では、医師

が行うことに対しての抵抗感はあまり

見られなかったが、経験がない施設で

は、医師自身の抵抗感が強い印象があ

った。 

２） 海外の実情 

2008年に受講したTPM（Transplant Pro

curement Management）の Advanced I

nternational Training Course （スペ

イン）では、臓器提供の意思確認は、

治療を行っている医師が行うのではな

く、治療を担当していない院内のコー

ディネーターが、治療を行っている医

師と同席して行うことを推奨していた。 

米国は、2013年、2014年に訪問調査を

ピッツバーグ大学とテキサス大学で行

ったが、一定の意識レベルに低下した

患者が発生したことを病院の医師・看

護師から、それぞれの地域のあっせん

団体（OPO: Organ Procurement Organi

zation）に連絡があり、OPOスタッフが

病院を訪問し患者を診察した後に、臓

器提供の可能性がある場合に患者家族

に直接臓器提供の意思を確認していた。 

 

② 急性期疾患で救命困難となった場面で

の他職種による院内サポート体制の調査 

 飯塚病院 倫理委員会の承認の後、実施を

開始した。次年度に引き続き継続して調査

を行う。 

 協力できる医療機関に対して、同様の調

査をお願いする予定である。 

 

Ｄ．考察 

① 臓器提供の意思確認を行うスタッフ調

査 

国内では、半ば常識化している治療担

当医もしくはそのグループ医師が行うこ

とが、海外では好ましくない方法として

紹介され、治療している医師・看護師以

外の第３の職員の重要性が明らかとなっ

た。 

一般市民に臓器提供の話を向ければ、

詳細には医師から説明を聞きたいと多く

の方が回答すると言う研究結果もある。

しかし、その“医師”は、治療に携わっ

ている医師からであろうか？同じ“医師”

から、救命困難な説明と臓器提供の意思

確認の説明を聞きたいであろうか？大変

疑問の残る調査結果である。 

急性期病院の救命救急の前線で活躍し

ている医師にとっては、同じ施設で過去



に行っている（＝目の前で先輩医師が行

っている場面に同席した）場合を除けば、

困難なことである。救命を目指して治療

を行ったが叶わずに救命困難と説明した

医師自身が、臓器提供の意思確認を行う

ことは、精神的な負担も含めて過重と考

えざるを得ない。 

これらの観点からTPM（スペイン）では、

治療を行っている医師が行うことを半ば

禁止している。その点が、日本国内で臓

器提供の意思確認が広がらない根底であ

るのではないかと考える。 

 

② 急性期疾患で救命困難となった場面で

の他職種による院内サポート体制の調査 

 ①の結果を踏まえて、治療を担当してい

る医師・看護師以外の第３の院内職員を模

索した。臓器提供に関する院内コーディネ

ーターが設置されている病院では、意図に

合致した院内職員と考えられる。しかしな

がら、東京都を含めて一部の都県には、設

置されていない。また、院内コーディネー

ターの活動も、主治医からの連絡があった

時のみであることがほとんどで、自身でIC

Uなどの回診などを行って、臓器提供のドナ

ーになりうる患者のチェックを行っている

施設は少ない。 

臓器提供の前提として、患者は終末期を

迎えている。そもそも、終末期医療（人生

の最終段階における医療）に関与するスタ

ッフそのものが、海外と日本では違うので

はないか。海外では、宗教の影響もあり、

急性期病院にも宗教家が配属され、いつで

も患者ならびにその家族は相談できる環境

が整っている。つまり、終末期における医

師・看護師以外の第三者としての位置づけ

が成り立っている。しかし、日本国内では、

その存在はない。 

急性期病院では、入院後早期に転院など

の調整を行う医療社会福祉士が介入し、患

者家族のサポートを行っている。一方、重

症患者で回復の目処が立たないと、その介

入の機会（きっかけ）がなくなり、最重症

例では、そのまま死亡退院となっている。

死亡退院症例では、そもそも第三者介入の

機会が少なくなっている。 

急性期病院における終末期を迎えた患者

家族の全てに医療社会福祉士が介入するこ

とが、患者家族の満足度（医療の経験価値）

を向上させ、ひいては臓器提供を考えるき

っかけとなるのではないかと考えた。その

仮説に基づいて、その根拠となりうる調査

を行うこととした。 

調査を立案した後、前出の院内コーディ

ネーターの役割と、医療社会福祉士の役割

を混同した意見が寄せられた。 

医療社会福祉士は、急性期病院の終末期

における患者家族サポートとして介入する

のである。患者家族の精神的苦悩が強けれ

ば、臨床心理士の介入を世話するし、患者

家族が臓器提供に関心があれば院内コーデ

ィネータをお世話するという、あくまでも

院内スタッフの調整役として介入すること

を想定したものである。既に設置されてい

る病院の院内コーディネーターの役割を侵

害するものでは全くないし、院内コーディ

ネーターで代用できるものでもない。 

 

Ｅ．結論 

臓器提供の意思確認は、治療を行ってい

る医師ではなく、他の職員であるとが望ま

しいと考えられた。 

その前提として、臓器提供に関係なく、

急性期病院で終末期を迎えた患者家族に対

するサポートが、重要と考え、調査を開始

した。 

 

Ｆ．研究発表  

１．論文発表 

なし 



 

２．学会発表 

 なし 

 

Ｇ．知的所有権の取得状況 

  （予定を含む） 

１．特許取得 

なし 

２．実用新案登録 

なし 

３．その他 

なし
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A．研究目的 
2010 年に「臓器移植に関する法律」が改

訂され、脳死移植症例の増加が期待された
が、これまでそれほど脳死移植症例の増加
は見られず、依然として本邦の移植医療は、
生体ドナーによるものが大半を占めている。
今後、本邦の脳死移植臓器提供をより促進
していくためには、改めてそのシステムに
ある問題点を一つ一つ明らかにし、解決し
ていくことが必要である。 
この中で脳死判定に要する患者の医療費

負担については考えなければならない一つ
の問題点である。脳死臓器提供症例の発生
後、その脳死判定に対する同意取得から脳
死が宣告されるまでにかかる医療費は、保
険診療による患者の負担となる。脳死判定
が行われる非日常の場面において患者側
（主に家人）は、その医療費の負担につい
て想像がつかず、不安を感じることもある
と思われる。また、我々医療従事者も脳死
判定の同意取得から脳死判定に至る間の医
療費がどの程度になるか、また患者側の負
担がどの程度になるか、十分に知識を持っ
ておく必要がある。本研究では、この点を
明らかにするために、これまでの当院脳死
下臓器提供症例の脳死判定に対する同意取
得から脳死判定にかかった患者の医療費負

担についてレセプトを用い調査を行った。 
 

B．研究方法 
 2011 年 12 月から 2016 年 11 月に当院脳
死判定後に臓器提供を行った 7 症例を調査
対象とした。これら症例の脳死判定に対す
る同意取得から脳死判定までにかかった医
療費をレセプトより算出し、さらに現行の
保険診療制度を用いた際の患者側の医療費
負担増加額について調査を行った。 
 
C．研究結果 
 2011年12月から2016年11月における、
当院の脳死下臓器提供が行われた 7 症例の
同意取得後、脳死判定までの時間、及びそ
れにかかった医療費を表 1に示す。 

脳死判定の同意取得後、脳死判定までの平
均時間は約 27時間であった。この間に必要

研究要旨 本邦での脳死移植臓器提供を促進するには、現行の脳死臓器提供体制の問
題点を改めて検証する必要がある。本調査では、脳死臓器提供症例の脳死判定同意取得
から脳死判定にかかる患者医療費負担について、当院で脳死下臓器提供を行った 7 症例
を対象とし調査を行った。脳死判定の同意取得後、脳死判定までの平均時間は約 27 時間
であり、入院レセプトから算出したところこの間必要な平均医療費は、56,073 円であっ
た。ただこれにかかる患者医療費負担は、高額療養費制度の利用などにより少額に抑え
られていた。脳死判定の同意取得後、脳死判定まで患者が負担する医療費は、少なくと
も脳死下臓器提供の場面においてその阻害因子とはならないと考えられた。 



  

な医療費をレセプトより算出すると、平均
56,073 円であった。 
これら症例の医療費負担方法を確認した

ところ、7 例中 4 例で入院中の医療費とし
て高額療養費制度が適用となり、支払いが
行われていた。高額療養費制度が適用され
た場合、医療費の 1%が患者負担分として計
上されるため、それぞれ同意取得後から脳
死判定までにかかる医療費の患者負担額の
増加はいずれも 1,000 円未満に収まってい
た。 
残り 3 例においては、1 例は労災保険適

用のため、1 例は難病指定公費のため、負
担額増加はなかった。1 例は、当院医事よ
り案内はあったものの、高額療養費制度の
申請を行っておらず（理由は詳細不明）、約
15,000 円の負担額増加となっていた。 

 
D．考察 
 脳死判定の同意取得後から脳死判定まで
にかかる医療費は、多くの症例で入院中の
高額療養費制度が適用されるため、患者に
とって大きな負担となっていないことが明
らかとなった。このためこれら医療費は脳
死移植機会を阻害する因子とはならないと
考えられる。一方で、混乱する心情が錯綜
する医療現場ではあるものの、患者家族の
心情に配慮しながら、適切な医療費制度の
案内は不可欠である。 
 患者側の医療費負担の一方で、脳死判定
に対する同意取得後から脳死判定における、
医療者側の負担も考えなくてはならない。
通常業務と異なり、また時間的制約も生じ
るため、医療者側が被る診療上の経済学的
損失への影響も考慮する必要がある。 
 
E．結論 
 脳死判定の同意取得後、脳死判定まで患

者が負担する医療費は現行の保険診療制度
上少額であり、少なくとも脳死臓器提供の
場面において阻害因子とはならないと考え
られた。 
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10) 宮明寿光、三馬 聡、柴田英貴、田浦

直太、曽山明彦、日高匡章、高槻光寿、

江口 晋、中尾一彦: 肝移植後患者の

脂肪肝発生に関する因子の検討． 

第 35回日本肝移植研究会抄録集  

136P 

11) 山島美緒、宮明寿光、中尾一彦: SGLT2

阻害薬による肝機能改善効果の検討． 

肝臓 58（Suppl.1）：A113 

12) 三馬 聡、田浦直太、中尾一彦: HCV

関連肝癌治療後症例における IFN-free 

DAA 製剤導入後の再発頻度、再発危険

因子の解析． 

肝臓 58（Suppl.1）：A151 

13) 田浦直太、宮明寿光、中尾一彦: C 型

慢性肝疾患に対するレジパスビル・ソ

フォスビル療法における腎機能に対す

る影響についての検討． 

肝臓 58(Suppl.1)：A223 

14) 宮副由梨、三馬 聡、佐々木 龍、本

田琢也、柴田英貴、小澤栄介、宮明寿

光、田浦直太、中尾一彦: 老化肝星細

胞より分泌される細胞外分泌顆粒の生

物学的意義の検討． 

肝臓 58(Suppl.1)：A251 

15) 宮明寿光、三馬 聡、柴田英貴、田浦

直太、曽山明彦、日高匡章、高槻光寿、



  

江口 晋、中尾一彦: 肝移植前後の耐

糖能の変化に与える因子の解析． 

肝臓 58(Suppl.1)：A262 

16) 山道 忍、田浦直太、宮明寿光、三馬 

聡、柴田英貴、本田琢也、中尾一彦: 肝

癌に対する定位放射線療法の治療効果

と肝機能に与える影響の検討． 

肝臓 58(Suppl.1)：A343 

17) 末廣智之、宮明寿光、田浦直太、三馬 

聡、柴田英貴、中尾一彦: HCC に対す

る TACE 前後の Exosomal miR-122 と

miR-21 測定の意義． 

肝臓 58(Suppl.1)：A360 

18) 田島和昌、田浦直太、中尾一彦: 肝硬

変症例におけるルストロンボパグによ

る血小板数に対する効果についての検

討． 

肝臓 58(Suppl.1)：A409 

19) 宮明寿光、田浦直太、三馬 聡、柴田

英貴、中尾一彦: 肝移植前後の耐糖能

の変化に与える因子の解析． 

第 4回肝臓と糖尿病・代謝研究会 抄

録集 27P 

20) 山島美緒、宮明寿光、柴田英貴、三馬 

聡、田浦直太、中尾一彦: SGLT2 阻害

薬による肝機能改善効果の検討． 

第 4回肝臓と糖尿病・代謝研究会 抄

録集 31P 

21) 三馬 聡、宮明寿光、佐々木 龍、曽

山明彦、日高匡章、高槻光寿、江口 晋、

中尾一彦: HCV 関連肝移植症例におけ

る DAA 製剤治療の意義． 

移植 Volume52 297P 

22) 宮明寿光、三馬 聡、柴田英貴、田浦

直太、曽山明彦、日高匡章、高槻光寿、

江口 晋、中尾一彦: 生体肝移植によ

る脂肪肝ドナーに対するダイエットプ

ログラムの有用性と問題点について． 

移植 Volume 352P 

23) 田浦直太、宮明寿光、中尾一彦: 非 B

非 C 肝癌における発症年齢別の特徴に

ついての検討． 

肝臓 58(Suppl.2): A494 

24) 三馬 聡、宮明寿光、中尾一彦: HCV

関連肝移植症例における DAA 製剤治療

の意義． 

肝臓 58(Suppl.2): A497 

25) 宮明寿光、江口 晋、中尾一彦: 肝移

植後の脂肪肝，脂肪肝炎の経過に影響

を及ぼす因子の解析． 

肝臓 58(Suppl.2): A533 

26) 山道 忍、田浦直太、柴田英貴、本田

琢也、三馬 聡、宮明寿光、山崎拓也、

中尾一彦: 肝癌に対する定位放射線療

法の治療効果と肝予備能に与える影響

の検討． 

肝臓 58(Suppl.2): A606 

27) 佐々木 龍、田浦直太、中尾一彦: 肝

癌治療における静脈血中ケトン体と骨

格筋の関連． 

 肝臓 58(Suppl.2): A640 

28) 田浦直太、中尾一彦: 肝硬変症例にお

けるルストロンボパグによる血小板数

に対する効果についての検討． 

肝臓 58(Supple3)：A740 

29) 山崎一美、中尾一彦、八橋 弘: 肝炎

医療助成制度からみた長崎県の C 型肝

炎患者申請者の変遷． 

肝臓 58(Supple3)：A764 

30) 宮副由梨、田浦直太、中尾一彦: 肝硬

変症例における血清 GDF-15 値の検討． 

肝臓 58(Supple3)：A781 

 
H．知的財産権の出願・登録状況（予定を含
む。） 
 １．特許取得 

 なし 
 ２．実用新案登録 
   なし 



  

 ３．その他 
   なし 

 



  

別紙３   平成２９年度厚生労働科学研究費補助金（難治性疾患等克服研究事業） 
分担研究報告書 

「臓器提供医療機関における選択肢提示に関わる研究」 

 

研究分担者 江口 晋長崎大学大学院 移植・消化器外科 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
     
 

A． 研究目的 
臓器提供数の増加の為に重要と思われる   

選択肢呈示数の増加につながる方策を考え
る。 
 
B．研究方法 
 選択肢呈示数増加を目指した施設レベル
で実施可能な取り組みを探索する。 
 
C．研究結果 
 選択肢呈示が進まない一因として主治医
の負担が大きいことが挙げられる。当院で
は、ドナー主治医診療科、移植医の他、       
関連各科、事務が連携し、主治医負担軽減
を目指した業務分担ワーキンググループを
立ち上げた。 
 
D．考察 
 今後は臓器提供時の業務分担の確立によ
る施設レベルでの臓器提供の選択肢呈示の
増加が期待される。一方、全国の 5 類型施
設数のうち、ガイドラインが規定する体制
が整っているのは 862 施設中 426 施設と約
半数であり、施設レベルの取り組みだけで、
臓器提供数を増加させるには限界があると
思われる。将来的には Organ procurement 
organization の導入や院内コーディネータ
ーの充実による標準化が望ましい。 
 
 

E．結論 
 臓器提供が増加するためには、市民の意
識の実状を把握し、移植医、臓器提供関連
施設、行政等が情報共有しながら、臓器移
植・臓器提供のシステムづくりを施設レベ
ル、地域レベルにて行うことが重要である。 
 
F．健康危険情報 
  なし 
 
G．研究発表 
1.論文発表 
 Eguchi S, Soyama A, Nagai K, Miyazaki 
Y,Kurihara S, Hidaka M, Ono S, Adachi 
T,Natsuda K, Hara T, Fujita F, Kanetaka 
K, Takatsuki M.  
The donor advocacy team: a risk 
management program for living organ, 
tissue, and cell transplant donors.Surg 
Today. 2017 Aug; 47(8): 980-985. 
 2.  学会発表 
2017. 9. 8  第 53 回日本移植学会総会  
臓器横断的シンポジウム 1 
「臓器移植法 20 年を考える 
社会システムとしての臓器提供の推進  
臓器提供の選択肢呈示をいかに 
増やすか？ 
-臓器提供増加の為のシステムづくり-」 
長崎大学大学院 移植・消化器外科 
曽山明彦、高槻光寿、日高匡章、 

研究要旨 臓器提供数の増加の為に、いかに臓器提供に関する情報提供・選択肢呈示を
行うかが重要な鍵と考えられる。選択肢呈示における現在の取り組みを調査し、改善点
を明らかにすることを目的とし、研究を行った。臓器提供における選択肢呈示において、
移植医は、施設レベル、地域レベルでの現状・課題をよく知った上で、主治医への負担
軽減や、スムーズな情報提供システムの確立など、移植医療の現状に精通している利点
を活かして、チームの一員として、臓器提供の選択肢呈示を行う際の理想的な対応のあ
り方の研究に関わることが重要と考える。長崎大学病院の取り組みとして、臓器提供時
の主治医の業務負担軽減を目指した業務分担ワーキンググループを立ち上げた。 

 



  

足立智彦、大野慎一郎、夏田孔史、 
原貴信、江口晋 
長崎県健康事業団 
竹田昭子 
 
Ｈ．知的財産権の出願・登録状況 
  （予定を含む。） 
 1. 特許取得 
 なし。 
 2. 実用新案登録 
 なし。 
 3.その他 
 なし。 
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厚生労働科学研究費補助金（難治性疾患等克服研究事業) 
分担研究報告書 

 
選択肢提示に関する行動科学的検証 

  
研究分担者 平井 啓 大阪大学大学院人間科学研究科（経営企画オフィス） 准教授 

研究協力者 大竹文雄 大阪大学社会経済研究所 教授 
研究協力者 佐々木周作 日本学術振興会 特別研究員 

研究協力者 工藤直志 旭川医科大学 講師 
 

     
研究要旨 日本においても医療機関における選択肢提示と臓器提供意思の表
明のための効果的な方法を行動科学のアプローチを用いて開発するための研
究を行った結果、意思決定のための適切なフレームワークや行動経済学的な
観点や先行研究から行動変容に効果的なメッセージを開発するという行動科
学的アプローチが今後の研究の進捗に有用なものである可能性が示された。 

 
 
A．研究目的 
 2010 年に改正臓器移植法が全面施行され、
本人の意思が不明な場合には、家族の承諾で
臓器が提供できることとなった。しかしなが
らこの数年の脳死下の臓器提供件数は増えて
おらず、臓器提供のドナーをいかに増やすか
が、日本の医療行政ならびに日本臓器ネット
ワークにとっても大きな課題である。そこで、
臓器提供のドナーを増やすためには、その諾
否を問わず、医療機関における選択肢提示と
臓器提供意思の表明が促進されることが求め
られ、そのための効果的な取り組みが求めら
れている。 
 この中で、臓器提供意思表示については行
動科学的な研究と実践がすでに取り組まれて
いる。例えば、イギリスで行われた研究では、
Web での運転免許更新の申請完了時に表示さ
れるメッセージを 8 種類作成して表示させた
ところ、「返報性・公平性」の観点で作成され
たメッセージが最もドナー登録数が増加した
ことが報告されている（The Behavioural 
Insights Team, 2013）。 
 そこでこれらのアプローチを応用にして、
日本においても医療機関における選択肢提示
と臓器提供意思の表明のための効果的な方法
を行動科学のアプローチを用いて開発し、そ
の有効性を検証する。 
 
B．研究方法 
1）臓器提供の意思表示を促進するメッセージ
の開発 
先述の研究結果をもとに、キャッチコピーの

作成経験者、臓器移植の専門家、行動科学の
専門家などがディスカッションを行い、「ピ
ア効果」、「gain フレーム」、「loss フレーム」、
「互恵性」、「ピア効果＋互恵性」の４つ観点
からメッセージを開発した。メッセージの文
言は以下の通りである。 
 

ピア効果：既にたくさんの人が臓器提供の
意思表示をしています 
Gain フレーム：あなたの意思表示で 6名の
人の命を救うことができるかもしれませ
ん 
Loss フレーム：ドナーが十分にいないため
に、毎週 5人の命が失われています 
互恵性：自分が助ける側にも、助けられる
側にもなり得るからです 
ピア効果＋互恵性：既にたくさんの人が臓
器提供の意思表示をしています。それは自
分が助ける側にも、助けられる側にもなり
得るからです 

 
上記のメッセージの効果を検証するために、

調査会社のモニターを対象とする WEB 調査と
免許更新センターに訪れた人を対象とする質
問紙調査を実施した。 
 
2）WEB 調査でのメッセージの効果の検証 
新しい運転免許証を交付される前の人に対し
て、5 種類のリーフレット（上記の 4 種類の
メッセージと比較のためにメッセージを示さ
ないもの）を示して、臓器提供の意思を示す
かどうかをたずねた（第一波調査）。また、メ
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ッセージの効果が実際の行動を促したかを検
証するために、運転免許証を実際に更新した
人に対しても、臓器提供の意思を示している
かをたずねている（第二波調査）。 
第一波調査は、2017 年 12 月 8日から 12日の
期間に、有効期限が 2018 年 12 月から 2018 年
2 月までの運転免許証を所有する人（6,228
人）を対象として実施した。 
第二波調査は、2018 年 3月 1日から 3月 6日
の期間に、第一波調査の回答者のうちで免許
を更新したと回答した人（1,561 人）を対象
として実施した。 
 
3）質問紙調査でのメッセージの効果の検証 
免許更新センターで運転者講習を受講した人
に、開発した 4 種類のメッセージが記載され
たリーフレットとメッセージが示されていな
いリーフレットを手渡し、リーフレットの内
容を確認してから質問紙への回答を求めた。 
質問紙調査は、2018 年 2 月 27 日から 3 月 12
日の期間に、東京都府中免許試験場を運転免
許証の更新のために訪れた 3,747 人（7,615
人へ配布）から回答を得た。 
 
（倫理面への配慮） 
調査の目的や個人名が特定できる形で公表
されないことなどについて説明し、調査へ
の協力の同意を取得した。 

 
C．研究結果 
1）WEB 調査（第一波調査）の結果 
リーフレットのメッセージを示した直後に、
臓器提供の意思の有無を記入するかをたずね
た。新しく交付される運転免許証や所有する
健康保険証などに記入したいと回答した人の
割合は、34.2％であった。メッセージの種類
ごとに記入すると回答した人の割合は、「ピ
ア効果」：33.3％、「loss フレーム」：36.4％、
「gainフレーム」:32.1％、「互恵性」：36.9％、
「ピア＋互恵性」：33.2％、「コントロール」：
33.7％となった。統計的な有意差はないが、
「コントロール」よりも、「loss フレーム」
と「互恵性」で記入すると回答した人の割合
が高かった。 
 
2）WEB 調査（第二波調査）の結果 
第一波調査の回答者のうちで、実際に運転免
許証を更新した人たちに対して、新しく交付
された運転免許証に臓器提供の意思を記入し
たかをたずねた。更新したと回答した人のう

ち、21.4％の人が記入したと回答した。第一
波調査で示したメッセージの種類ごとに記入
した人の割合を見ると、「ピア効果」：20.5％、
「loss フレーム」：22.2％、「gain フレー
ム」:22.8％、「互恵性」：24.9％、「ピア＋互
恵性」：18.8％、「コントロール」：19.7％であ
った。統計的な有意差はないが、「コントロー
ル」よりも、「ピア効果」、「loss フレーム」、
「gainフレーム」、「互恵性」のメッセージで、
記入すると回答した人の割合が高かった。 
 
3）免許試験場での調査結果 
 回収した 3,747 人のデータを用いて、2018
年度に解析を行う。 
 
D．考察 
 日本の臓器移植医療において、医療機関に
おける選択肢提示と臓器提供意思の表明のた
めの効果的な方法を行動科学のアプローチを
用いて開発することが本研究の目的である。
本研究の今年度の結果として、意思決定のた
めの適切なフレームワークや行動経済学的な
観点や先行研究から行動変容に効果的なメッ
セージを開発するという行動科学的アプロー
チが今後の研究の進捗に有用なものである可
能性が示された。 
 
E．結論 
 日本においても医療機関における選択肢提
示と臓器提供意思の表明のための効果的な方
法を行動科学のアプローチを用いて開発する
ための研究を行った。インターネット調査の
結果、臓器提供意思表示の意向ならびに臓器
提供の意向についてそれぞれ有効なメッセー
ジが異なることが明らかとなった。今後は対
象者の行動経済学的特徴についても解析を行
い、日本の臓器提供意思表示における有効な
メッセージとその提示方法についてさらなる
検討を行う。また、運転免許試験場での実際
の免許証裏への記入場面における意向へのメ
ッセージの影響についても解析を行う。 
 
F．健康危険情報 
 特記すべきことなし 
 
G．研究発表 
論文発表 
1. 佐々木周作・平井 啓・大竹文雄. リスク

選好が乳がん検診の受診行動に及ぼす影
響：プログレス・レポート. 行動経済学, 9, 
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第 10 回大会プロシーディングス , 
pp132-135, 2016. 

2. Shiozaki, M., Sanjyo, M., Hirai, K. 
Background factors associated with 
problem avoidance behavior in healthy 
partners of breast cancer patients. 
Psycho-Oncology 26, p.1126-1132, 2017. 

 
学会発表 
1. 平井 啓．両立支援における意思決定支援

とメンタルヘルスケア. シンポジウム 2「両
立支援」 第 24 回日本行動医学学会学術
総会. 2017.12 東京 

2. 平井 啓，佐々木周作，大竹文雄．乳がん
検診受診行動と乳がん関連ヘルス・リテラ
シーの関係性に関する研究. 行動経済学会
第 11 回記念大会, 2017.12 京都 

3. 平井 啓, 佐々木周作，大竹文雄：乳がん検
診受診行動におけるセグメンテーションと行動
経済学的特徴の関連. 第23 回日本行動医学
会学術総会, 2017.3.18 沖縄 
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「ソーシャルマーケティング手法を用いた心停止下臓器提供や小児の臓器提供を含む 

臓器提供の選択肢呈示を行う際の理想的な対応のあり方の確立に関する研究」 

平成２９年度 分担研究報告書   

 
都道府県移植コーディネーターと医療機関の関係促進に関するインタビュー調査項目（イ

ンタビューガイド）作成に関する研究 
 

研究分担者：竹田 昭子 長崎県健康事業団 長崎県臓器移植コーディネーター 
研究分担者：北村 聖  国際医療福祉大学 医学部長・教授 

 
     

研究要旨 

様々な因子が阻害要因となり臓器提供が進んでいない。その要因の１つとして、臓器

提供が可能な医療機関の医師等が急性期の終末期にある患者家族に対して臓器提供に関

する選択肢を提示すること（以下、選択肢提示）に、心理的負担を伴うために、選択肢

提示を躊躇していると考えられる。一方で、都道府県臓器移植コーディネーター（以下、

県 Co.）は、地域に根付いた活動を行っており、自地域の医療機関における臓器提供に関

する院内体制の整備や負担軽減策の検討等も県 Co.の役割として担っている。そのため、

県 Co.の活動により、担当地域の医療機関との連携や選択肢提示数に差があるのではない

かと考えられる。 

本研究では県 Co.と医療機関の関係促進に関する課題を明らかすることを目的に、本研

究班において昨年度（平成 28年度）実施した臓器提供が可能な医療機関の医師等に対す

る選択肢提示に関する半構造化面接を通して、医師等が県 Co.に対するニーズを整理した。

その結果、日頃より県 Co.と医師等が連携し、コミュニケーションが図れている医療施設

では、選択肢提示がより多く行われている傾向であることがわかった。また、県 Co.から

の臓器提供後のフィードバックにより臓器提供の意義を実感でき、臓器提供に対するモ

チベーションが維持されていることもわかった。 

これらの結果から、県 Co.の効果的な活動方法や今後のあり方を提案することが選択肢

提示に伴う心理的負担の軽減に寄与すると考えられたため、県 Co.および臓器提供候補者

である患者の医療に携わる医師（脳神経外科医、救急医等）を対象とする県 Co.と医療機

関の関係促進に関する半構造化面接調査を行うこととした。そこで、半構造化面接の実

施において調査する項目を検討し、ヒアリングシートを作成した。作成されたヒアリン

グシートに基づき、本年度において、別分担研究として県 Co.および臓器提供候補者であ

る患者の医療に携わる医師に対して半構造化面接を実施することができた。来年度も継

続し半構造化面接を実施し、県 Co.の効果的な活動方法や今後のあり方を提案するものと

する。 



 

A．研究目的 

様々な因子が阻害要因となり臓器提供

が進んでいない。その要因の１つとして、

臓器提供が可能な医療機関の医師等が急

性期の終末期にある患者家族に対して臓

器提供に関する選択肢を提示すること

（以下、選択肢提示）に、心理的負担を

伴うために、選択肢提示を躊躇している

と考えられる。一方で、都道府県臓器移

植コーディネーター（以下、県 Co.）は、

地域に根付いた活動を行っており、自地

域の医療機関における臓器提供に関する

院内体制の整備や負担軽減策の検討も県

Co.の役割として担っている。そのため、

県 Co.の活動によって、県 Co.と医療機関

の連携に差が生じ、結果として選択肢提

示数に差が生じているではないかと考え

られる。 

本研究では、県 Co.と医療機関の関係

促進に関する課題を明らかすることを目

的とし、医師等の県 Co.に対するニーズ

を整理・分析を行い、県 Co.の効果的な

活動方法や今後のあり方を提案するもの

とする。 

 

B．研究方法 

県 Co.および臓器提供候補者である患者

の医療に携わる脳神経外科医、救急医等の

医師（以下、医師）を対象とした半構造化

面接を行うため、調査項目を検討し、ヒア

リングシートを作成することである。 

１）選択肢提示行動の促進要因・阻害要因

の分析 

本研究班において昨年度（平成 28 年度）

実施した医師を対象とした半構造化面接の

結果の中から、県 Co.の活動が選択肢提示

行動の促進要因・阻害要因に関わったと考

えられた内容について整理・分析を行った。 

 

2）半構造化面接における調査項目の検討と

ヒアリングシートの作成 

1)の結果から、県 Co.の活動によって担

当地域の医療機関の医師が実施する選択肢

提示数、担当医療施設の体制整備の進捗状

況、臓器提供に関する認識等が異なってい

るのではないか、という仮説を立てた。こ

の仮説を検証するために、県 Co.と医師に

対し、半構造化面接を行うこととした。そ

こで、1)の結果を踏まえ、半構造化面接に

おける質問項目を検討しヒアリングシート

を作成した。 

 

（倫理面への配慮） 

本研究は、研究参加候補者には、調査研

究開始前に、調査研究担当者が研究目的や

手法について文書および口頭で十分説明を

行った。研究参加候補者には質問する機会、

および同意するかどうかを判断するための

十分な時間を与え、本研究の内容を良く理

解したことを確認した上で、自由意思によ

る同意を得た。研究参加候補者から同意が

得られる場合は、研究参加候補者からの同

意文書等への署名または記名捺印、および

同意年月日の記入を得た。 

また、データの分析に際しては、匿名化

したデータを使用し、個人の特定に繋がる

可能性の否定し得ない情報のないように検

討され、匿名化されたデータとして提供さ

れた。 

 

C．研究結果 

1）選択肢提示行動の促進要因・阻害要因の

分析 

 選択肢提示を積極的に行っている医師と

積極的に行っていない医師、双方への半構

造化面接を行った結果から、選択肢提示が



 

実施されている施設の医師からは「県 Co.

の存在は大きい。いつでも検討・相談でき

る体制」という意見があがった。一方、選

択肢提示が実施されていない施設の医師か

らは、「選択肢提示の相談どころか、県 Co.

と話したこともない」という意見であった。 

県 Co.と日頃から連携が図れている施設

の医師からは、選択肢提示に際して相談で

きる相手として県 Co.の存在は大きいとい

う意見があがっていることから、選択肢提

示の計画意図や実行要因に、県 Co.の活動

が関与していることが明らかになった。 

また、県 Co.から臓器を提供した患者（ド

ナー）家族の提供後の様子や移植を受けた

患者（レシピエント）の移植経過の報告を

携わったスタッフに対して細やかに行うこ

とによって、「臓器提供をやってよかったと

思える。次へのモチベーションに繋がる」

という意見があがった。臓器提供の意義を

実感でき、次へのモチベーションに強く影

響することが明らかになった。 

一方で、選択肢提示を実施していない医

療機関の医師からは、「どのタイミングでど

のように選択肢提示をするかは不明であり

医師個人の裁量に任されているので、無理

をしてまでやろうと思わない」「一文の得に

もならない」という意見があり、相談する

相手として県 Co.の名はあがってこなかっ

た。 

これらの結果から、県 Co.の活動によっ

て以下のことを考えることができた。 

①医師による症例認識や選択肢提示数は県

Co.の活動によって大きく差があるので

はないか。 

②県 Co.は病院啓発を行っているものの、

必ずしも提供数や選択肢提示数と結びつ

いている結果ではないため、活動内容に

差があるのではないか。 

③医師等が必要とされる（あるいは必要で

あろうとする）ニーズを県 Co.はサービ

スとして提供できていないのではないか。 

上記の 3 点を検証し、県 Co.の効果的な

活動方法や今後のあり方を提案することに

よって、選択肢提示に伴う心理的負担の軽

減に寄与すると考えられたため、県 Co.お

よび医師を対象とし、県 Co.と医療機関の

関係促進の半構造化面接を行うこととした。 

 

2）半構造化面接における調査項目の検討と

ヒアリングシートの作成 

1)の結果を踏まえ、県 Co.および医師を

対象とした半構造化面接を実施するにあた

り、以下①〜④を検証するために調査項目

の検討を行い、ヒアリングシートを作成し

た。 

 

① 県 Co.が医療機関に対する普及啓発や

医療機関との連携のために、どのような

ことを実施しているかを明らかにする。 

② 医師とのインタビュー調査から、院内体

制がどの程度整備されているか、移植医

療の啓発はなされているか、体制整備や

啓発によって症例の認識に至っている

か等を確認し、県 Co.に対するニーズを

明らかにする。 

③ ①および②と実際の選択肢提示数、臓器

提供数の３つをセットにした際、どのよ

うなギャップがあるかを検証する 

④ ③の結果を元に、今後県 Co.に望むこと、

望ましい啓発・医療機関との連携につい

て検証する。 

 

作成されたヒアリングシートに基づき、

本年度および来年度において、県 Co.およ

び医師に対してインタビュー調査を実施し、

県 Co.の効果的な活動方法や今後のあり方



 

を提案するものとする。 

 

D．考察 

 臓器提供が可能な施設において、必ずし

も選択肢提示が行われておらず、その理由

として、選択肢提示をいつ行うか、そのタ

イミングについて躊躇することが選択肢提

示の阻害要因の１つであることが明らかと

なった。さらにその阻害要因が促進要因に

変容するきっかけとして、県 Co.の活動が

関与していることも明らかになった。効果

的な啓発活動により症例の認識に繋がり、

かつ県 Co.がいつでも相談できる相手であ

ることが、選択肢提示の実施要因の１つに

なっていると考えられた。 

 選択肢提示を躊躇する要因としてあげら

れる、心理的負担部分の「いつ、だれが、

どのタイミングで、どのように選択肢提示

をするのか」といった具体的なプロセス等

について、県 Co.がよき相談相手となれる

ことは極めて重要であり、そのために県 Co. 

は高いコミュニケーション能力を有するこ

とが望まれる。 

今後、県 Co.の日々の効果的な活動方法

への提言がなされ、県 Co.が医師等の負担

を軽減できるような活動が出来るようにな

れば、選択肢提示数の増加が期待できると

考えられた。 

今年度は、平成 28 年度の調査研究におい

て得られた知見から、県 Co.と医師に対す

る調査項目を検討し、ヒアリングシートを

作成することができた。来年度も引き続き

本ヒアリングシートを用いて調査を実施し、

そこから得られた結果をもとに県 Co.の効

果的な活動方法や今後のあり方を提案する

予定である。 

 

E．結論 

 県 Co.と医師に対して半構造化面接を行

うことで、選択肢提示に関する阻害要因と

促進要因を明らかにし、県 Co.の効果的な

活動方法や今後のあり方を提案できると思

われる。 

その結果、選択肢提示における医師等の

負担を軽減できるような県 Co.の活動が出

来るようになれば、選択肢提示数も増加さ

れる一因となる可能性があると思われる。 

 

F．健康危険情報 

 特記すべきことなし 

 

G．研究発表 

1. 論文発表 

1）竹田昭子,平尾朋仁,望月保志,錦戸雅春,

松屋福蔵,田﨑修: 長崎県における臓器提

供に関する院内体制の整備とその効果.腎

移植・血管外科 2017; 27(2):156-164. 

2）大仁田亨,山崎安人,岩田隆寿,望月保志,

錦戸雅春,竹田昭子,松屋福蔵:移植床の確

保に難渋し長時間の手術を余儀なくされた

献腎移植の 1 例, 腎移植・血管外科

2017;28(1):27-30. 

3）大仁田亨,山崎安人,辻清和,山下鮎子,

川崎智子,濵村みどり,竹田昭子,大坪亜紗

斗,中西裕美,望月保志,錦戸雅春,松屋福

蔵:血流再開後の移植腎動脈血栓のため再

灌流,再吻合を要した献腎移植の 1 例,日本

臨床腎移植学会雑誌 2017;5(1):54-57. 

 

2．学会発表 

1）竹田昭子,平尾朋仁,中道親昭,上之郷眞

木雄,江口晋,田﨑修:長崎県内全三次救急

医療施設におけるドナー適応症例の実態調

査,第 30 回日本脳死・脳蘇生学会総

会,2017.6 

2）竹田昭子,平尾朋仁,岩根紳治,田﨑修,



 

江口有一郎:一般市民に対する選択肢提示

に関する意識調査,第 33 回腎移植・血管外

科研究会,2017.7 

3)竹田昭子,平尾朋仁,岩根紳治,三馬聡,中

尾一彦,田﨑修,江口有一郎:症例で評価し

た臓器提供に関わる医療コストの検討,第

53 回日本移植学会,2017.9 

  

H．知的財産権の出願・登録状況（予定を含
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1．特許取得 
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2．実用新案登録 

 該当なし 

 

3．その他 

 特記すべきことなし。 
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「ソーシャルマーケティング手法を用いた心停止下臓器提供や小児の臓器提供を含む 

臓器提供の選択肢呈示を行う際の理想的な対応のあり方の確立に関する研究」 

 

平成２９年度 分担研究報告書   
 

都道府県移植コーディネーターと医療機関・主治医との関係促進の研究 
 

研究分担者：北村 聖  国際医療福祉大学 医学部長・教授 
研究分担者：竹田 昭子 長崎県健康事業団 長崎県臓器移植コーディネーター 

 
     

研究要旨 

都道府県臓器移植コーディネーター（以下、県 Co.）は、最低各都道府県に１名は設置

され、自都道府県内の医療機関を中心に移植医療に関する普及啓発や、臓器提供に関す

る意思をくみ取るための活動を行っており、実際のあっせん業務に関しても、自都道府

県を中心に行っている。県 Co.の地域に根付いた活動が、選択肢提示数や臓器提供数に直

接的に反映している可能性が高いと推察される。しかし、県 Co.は、基本的に自都道府県

を中心とした対応となるため、日本臓器移植ネットワーク（以下、JOT）所属のコーディ

ネーター（以下 Co.）と比べると症例対応数は少なく、地域によって症例数は大きく異な

る。また、現状においては県 Co.に対する具体的な活動内容やその方法は明確化されてお

らず、指導者も教育プログラムもなく、さらに評価方法も確立されていない。そこで、

県 Co.の日々の活動における課題を明らかにし、効果的な活動方法や今後のあり方を明ら

かにすることを目的に移植医療関係者に対しインタビュー調査を実施した。 

インタビュー調査の結果、県 Co.と医療機関の医師との良好な関係が臓器提供に関する

選択肢提示数に関与していることが示唆された。しかし調査対象の県 Co.全員は、施設や

医師等と普段から良好な関係を構築することが重要であると感じているものの、活動内

容にはばらつきがあることが明らかになった。 

県 Co.の日々の効果的な活動を行うためには、①県 Co.の具体的活動内容の明示化およ

び標準化、②県 Co.の人材育成と具体的な業務習得機会の設定、③県 Co.のコミュニケー

ション能力の向上、④具体的な活動規定の制定と評価体制（質の担保）の構築、⑤メン

ター制度の導入、⑥雇用形態・待遇の統一、⑦人口や施設数に応じた県 Co.配置体制の見

直しの７つの体制を構築することが重要であると考えられた。 
 



 

 

A．研究目的 

 様々な因子が阻害要因となり臓器提供が

進んでいない。その要因の１つとして、臓

器提供が可能な医療機関の医師等が急性期

の終末期にある患者家族に対して臓器提供

に関する選択肢を提示すること（以下、選

択肢提示）に、心理的負担を伴うために、

選択肢提示を躊躇していることがあげられ

る。 

日本臓器移植ネットワーク（以下、JOT）

所属のコーディネーター（以下 Co.）は、

国内の臓器提供に係るあっせん業務を中心

に活動を行っている。一方、都道府県臓器

移植コーディネーター（以下、県 Co.）は、

最低各都道府県に１名は設置され、自都道

府県内の医療機関を中心に、移植医療に関

する普及啓発や、臓器提供に関する意思を

くみ取るための活動を行っており、実際の

あっせん業務に関しても、自都道府県を中

心に行っている。つまり、県 Co.の地域に

根付いた活動が、選択肢提示数や臓器提供

数に直接的に反映している可能性が高いと

推察される。 

しかし、県 Co.は、基本的に自都道府県

を中心とした対応となるため、JOT Co.と比

べると症例対応数は少なく、地域によって

症例数は大きく異なる。また、現状におい

ては県 Co.に対する具体的な活動内容やそ

の方法は明確化されておらず、指導者も教

育プログラムもなく、さらに評価方法も確

立されていない。 

そこで、県 Co.の日々の活動における課

題を明らかにし、効果的な活動方法や今後

のあり方を提案するために、移植医療に携

わる担当者に対しインタビュー調査を実施

した。 

 

B．研究方法 

1)対象：移植医療に携わる担当者 11 名 

(1)ドナー主治医を経験した医師 6名 

  脳神経外科医 2名、救急科医 3名、 

循環器内科医 1名 

(2)県 Co. 5 名 

Co.経験年数：3年以下 1名 

5～9年 2 名 

10～14 年 1 名 

15 年以上 1 名 

前職：医療従事者 3 名 

医療関係以外の企業職員 2 名 

2)調査期間：平成 29年 11 月～平成 30年 3

月（5日間） 

3)調査方法：インタビュー調査（半構造化

的面接） 

＊インタビュー調査時間は 1

名 1時間程度とした。 

4)調査内容： 

(1)ドナー主治医を経験した医師 

①医師の移植医療および選択肢提示

に対する意識、②臓器提供時における

Co.との関わりについて、③Co.との普

段（臓器提供時以外）の関わりについ

て、④Co.との関わりで印象に残る出

来事について、⑤Co.および JOT に望

むこと⑥その他 

(2)県 Co. 

①Co.と医療機関の関わりについてど

うあるべきか、②普段、医療機関（医

師、医療スタッフ）とどのように関わ

っているか、③医療機関等との関わり

で印象に残る出来事について、④困っ

ていること 

（倫理面への配慮） 

研究参加者候補には、調査研究開始前に、

調査研究担当者が研究目的や手法について



 

文書および口頭で十分説明を行った。研究

参加者候補には質問する機会、および同意

するかどうかを判断するための十分な時間

を与え、本研究の内容を良く理解したこと

を確認した上で、自由意思による同意を得

た。研究参加者候補から同意が得られる場

合は、研究参加者候補からの同意文書等へ

の署名または記名捺印、および同意年月日

の記入を得た。 

 

C．研究結果 

1）ドナー主治医を経験した医師 

①医師の移植医療および選択肢提示に対す

る意識 

調査対象の医師全員が移植医療に対し

「賛成」または「賛成でも反対でもなく、

終末期患者さんやご家族の意思を尊重する

こと」「レシピエントにとっては無くてはな

らないもの」という意見であった。 

選択肢提示については全員実施しており、

診療科内のカンファレンスにおいて選択肢

提示を行うか否かを診療科内のスタッフと

共有し実施していた。しかし、大学病院（臓

器提供が出来る施設）だから義務として選

択肢提示を行っていると話をした医師もお

り、「臓器提供に至った時の業務量を考える

と臓器提供が可能な施設であってもマンパ

ワー・ハード面が充足されている施設以外

では選択肢提示は難しいと思う。」と施設の

機能によって選択肢提示を考慮する場合も

あると話す医師もいた。 

 

②臓器提供時における Co.との関わりにつ

いて 

臓器提供に関する Co.への第 1報は、JOT

事務所近郊に所在する施設の医師 1 名を除

く 5名の医師は、JOT Co.ではなく、まずは

自県の県 Co.へ連絡する体制であった。5名

とも JOT Co.は特に関わりがなく、自県 Co.

へ連絡していた。しかし 1 施設は、臓器提

供時において県 Co.の対応が悪ったことか

ら担当医と県 Co.の関係性が悪化し、担当

を県 Co.から JOT Co.へ変更していた。担当

を変更した後の関係は良好であった。 

臓器提供時における Co.への連絡のタイ

ミングは、医師によって異なっていた。連

絡のタイミングは、①患者家族から臓器提

供の申し出があった後、②患者家族が Co.

の話を聞いてみたいと申し出があり院内倫

理委員会の承認後、③ドナー適応判断や選

択肢提示のタイミング等の相談を行うため

選択肢提示を実施する前、の 3 つに分かれ

ていた。 

①の患者家族から臓器提供の申し出があ

った後に県 Co.へ連絡すると回答した医師

は、「症例で必要な時にすぐに病院へ来てく

れない」と意見が寄せられた。当該県 Co.

による定期的な訪問は行われていなかった。

③の選択肢提示を実施する前に相談を行っ

ていた医師は半数であり、その全医師は Co.

に対する信頼と評価が高かった。 

選択肢提示を実施する前に県 Co.へ連

絡・相談している医師からは、「未実施の検

査にも気づけているので、助かっている」

「選択肢提示をする前に具体的なタイミン

グや言い方について相談すると、先生は選

択肢を提示していただければ、あとはこち

らでやりますから大丈夫、と言っていただ

けて楽だった」と話しており、選択肢提示

に対する心理的負担の軽減の一助に繋がっ

ていた。事前の相談等をしていない医師か

らは、「ドナー適応に基準がわからないため、

自分で判断して、選択肢提示が頭から消え

ていることもある」と話していた。一方で、

選択肢提示前に県 Co.へ連絡・相談してい

る医師からは、個人情報保護の観点から、



 

早い段階において Co.に対し情報共有を問

題視する声を危惧しており、明確な規定の

策定を要望された。 

 

③Co.との普段（臓器提供時以外）の関わり

について 

調査対象の医師が県 Co.と知り合った主

なきっかけは、勉強会や講習会（院内、院

外ともに）であり、県 Co.が普段からの定

期的な病院訪問等を通し、医師と県 Co.が

顔見知りになっていた。県 Co.が定期的に

診療科カンファレスに参加している施設は

1 施設であった。定期カンファレンスに参

加している県 Co.と診療科スタッフとの関

係は良好であり、常に相談できる体制であ

った。 

県 Co.が定期的に病院訪問や勉強会を開

催している地域においては、JOT Co.と担当

医師との関わりはなかった。一方、JOT Co.

と医師の関わりがある施設は、JOT 事務所

の近郊に所在する施設、あるいは県 Co.の

対応の悪さから JOT Co.へ担当を変更して

いた地域であった。 

 

④Co.との関わりで印象に残る出来事につ

いて 

印象に残るよい出来事として、「臓器提供

後、移植経過報告を公的な報告として共有

してくれる。」「自分が対応した症例の家族

訪問に誘ってくれる。家族が提供を決めて

よかったと思えているかなど、その後の様

子を知ることができる。家族が提供を決め

てよかった、いい終わり方ができたと思っ

てくれることが大切で、それがあるから１

つ１つの症例はきついけど、またやろうか

な、と思える。」と話しており、臓器提供後

のレシピエントの経過報告だけではなく、

ドナー家族が臓器提供を決断したことを前

向きに思っていることを共有することによ

り、次の症例に繋がっている様子であった。 

一方で、印象に残る悪い出来事としては、

症例時の対応（患者家族への説明内容、迅

速に対応しない）や普段の関わりにおける

挨拶やマナー等について不満の声が寄せら

れた。また、県 Co.の評価システムがない

こと、県や JOT に県 Co.の対応改善につい

て指摘しているにもかかわらず問題が解決

していないことを不満としてあげていた。 

 

⑤Co.および JOT に望むこと 

Co.に対して期待することは、「症例時に

迅速な対応をしてほしい」「常に連絡が取る

体制であってほしい」「ドナーの適応に関し

て周知をしてほしい。情報が不足している」

「ドナーの家族の提供後の様子等を早めに

伝えてほしい」「主治医だけではなく、診療

科のみんなに伝えるために、医局会に訪問

するなどを検討してほしい」という意見が

寄せられた。また、「臓器提供は、提供側の

医師たちの自己犠牲のもとで成り立ってお

り、自己犠牲を払っても臓器提供をやって

よかったと思えるものが、症例後にない」

と話された医師もいたことから、Co.による

臓器提供後のフィードバックが十分ではな

く、ドナー主治医にとっての臓器提供の不

可価値が見いだせていない様子であった。 

県 Co.と医療機関（医師や医療スタッフ

等）の日頃から顔の見える関係、いつでも

相談できる関係の構築を望んでおり、臓器

提供後のレシピエント経過報告だけではな

く、ドナー家族の提供後の様子（臓器提供

をしたことを後悔していない等）を含め、

早い時期に Co.からのフィードバックを希

望する医師も多くいた。 

一方で、県 Co.の対応に対して非常に満

足していると話した医師でさえ「普段の診



 

療科カンファレンスに出席するべきかどう

かは Co.のキャラクターによるため、Co.が

出席するべきかどうかは、わからない」「県

Co.が変わることで臓器提供数が減少する

ことは避けたいが、ありえると思う」とも

話していた。 

JOT に対しては、苦慮する症例の解決方

法の共有、検証会議等のフィードバックを

望む声が多く寄せられた。さらに、「トラブ

ルなく、間違えや問題がないように斡旋を

してほしい。悪いイメージにならないよう

にしてほしい。」という意見もあった。 

 

⑥その他 

臓器提供時の業務については、調査対象

の医師全員が「非常に大変だった」「他の業

務が全く出来なかった」と話していた。「患

者管理や院内の調整でとても大変だったた

め、選択肢提示をし、断ってくれたほうが

内心ホっとする。」と話す医師もいた。 

普段、移植希望患者を診ている循環器内

科医は、「受け取る立場から出す立場になっ

て、色々勉強になった。症例対応はとても

大変だった。他の仕事が全くできなかった。」

と話をしており、レシピエントや補助人工

心臓を装着している患者には、社会貢献の

気持ちを持ってほしいと述べていた。 

臓器提供時において、メディカルコンサ

ルタントや摘出チームの態度に対して、「ド

ナー管理について舌打ちされたこともある」

と話す医師もおり、メディカルコンサルタ

ントや摘出チームに対して不満を抱いてい

た医師が数名いた。また、「これ（臓器）、

ダメですねって言われると、僕らの治療が

否定されたと思う」と話す医師もおり、メ

ディカルコンサルタントや摘出チームの態

度や言葉から、ドナー管理が心理的負担に

繋がっていた。 

 

（①～⑥のまとめ） 

調査対象の医師が、Co.の関わり（あっせ

ん時以外）で満足していると評価していた

具体的内容は以下であった。 

①定期的な病院訪問等を通じて構築した医

師と県 Co.の信頼関係 

②患者家族に対する選択肢提示を実施する

前の段階からのコンサルテーション 

③ドナー主治医に対する移植実施後のレシ

ピエントの経過報告 

④ドナー主治医に対する臓器提供後のドナ

ー家族の状況報告 

主治医等が求める上記のニーズに対し、

県 Co.が迅速に適切に対応することにより、

県 Co.の信頼感を得ていた。一方で「県 Co.

が交代することにより臓器提供数が減少す

ることもありえる」と話をしていることか

ら、県 Co.の個性や熱意と医師とのコミュ

ニケーションからの関係性だけはなく、県

Co.の質とシステムを確保することも重要

であるといえる。 

 

2)県 Co. 

①Co.と医療機関の関わりについてどうあ

るべきか 

県 Co.の役割として、「提供に関わる全て

の人の潤滑油であること」、「提供する・し

ないに関わらず中立であること」、「提供数

を増加させるための活動を実施すること」、

「施設と良好な関係を構築すること」と回

答していたが、5名中 2名は、「どのように

実施したらよいのかわからない」とも回答

していた。 

 

②普段、医療機関（医師、医療スタッフ）

とどのように関わっているか 

①移植医療に関する勉強会（院内外）②



 

院内マニュアル・院内 Co.の整備③症例対

応シミュレーション③医療施設への訪問等

④カンファレンス等の定期的（最低週 1回）

参加を実施していた。しかし、県 Co.によ

って活動内容や活動の方法に違いがみられ

た。全員、移植医療に関する院内勉強会を

実施していたが、必ずしも臓器提供数と結

びついている結果ではなかった。 

5 名中 3名は、「病院訪問をしても、（医

師に）会ってもらえない」、「自分で（医師

と）会うルートを作るのが難しい」「県 Co.

がカンファレンスに参加することに対して

快く思っていない医師がいることを知った

ため、カンファレンスに行くのを止めた」

と話しており、医療機関との関わり方に苦

慮していた。定期的に救急科や脳神経外科

のカンファレンスへ参加している県 Co.は

1 名だけであった。 

Co.歴 10 年以上の 2名は、「各施設の状況

やニーズに合わせた院内体制整備の方法・

プロセスを提案」「脳死下提供が可能な施設

だからといって、全ての病院、同じような

啓発のやり方はやってはない。病院の機能

（マンパワー、ハード面等）にあせてアプ

ローチしている」と話しており、施設の機

能とニーズに合わせて対応を行っていた。 

 

③医療機関等との関わりで印象に残る出来

事について 

「臓器提供の症例時の主治医負担を軽減

したいと思っているが、どのようにフォロ

ーしていいかわからない」「施設との関係構

築、勉強会の実施、県との共同等、具体的

にどのように進めていいのかわからない。」

「施設に関係構築のため、挨拶しようとし

ても、（医師に）会ってもらえない。」と話

す県 Co.が複数名おり、医療機関との関わ

り方について苦慮しており、相談する相手

もおらず悩んでいる様子であった。 

 

④困っていること 

調査対象の県 Co.全員、県 Co.業務のメン

ターや相談役はおらず、雇用主、Co.経験、

スキルに差があり、十分な研修を受講する

機会がなかった。助言を必要とする際には

隣県の先輩 Co.に適宜相談する形で対応し

ていた。また自県では症例数が少ないため、

隣県支援でスキルを身につけたいと話をし

ていた。医療機関との関係構築や臓器提供

後のフォローアップに関する方策やマニュ

アルが JOT にはなく、医療機関との関係構

築に苦慮しているため、コミュニケーショ

ンに関する研修会の開催やマニュアル化を

要望していた。 

臓器提供時において、JOT Co.専用の対応

マニュアルがあるものの、県 Co.には見せ

てもらえないため、症例中苦慮することも

あると話す県 Co.もいた。JOT Co.、県 Co.、

隣県支援 Co.が一体となって働く環境が構

築されていない様子であった。 

 

（①～④まとめ） 

県 Co.の役割と活動について具体的に明

示および標準化されていないことから、活

動に差が生まれていることが明らかになっ

た。また、普段の医療機関との関わりにつ

いて相談できる人もおらず、対応に苦慮し

ている県 Co.が多くいた。 

 

D．考察 

 本調査対象の医師全員が、移植医療に関

する選択肢提示を実施していた。県 Co.と

の関係がよくないケースでも選択肢提示が

なされていたが、関係がよくないケースに

おいては、その代替方法（JOT Co.が対応、

院内 Co.が対応）により解決されていた。



 

しかし、抜本的な解決には至っていない。 

選択肢提示が実施されていた背景として

は、施設および医師の考え方の 2 点があげ

られる。 

①急性期における終末期にある患者と家族

の希望・意思に沿うことを第一に考えてい

る。 

②施設に選択肢提示に関する方針がある

（あるいは施設内でコンセンサスが得られ

ている）。 

上記の要因に加え、県 Co.と医師との良

好な関係が、臓器提供に関する選択肢提示

数に関与していることが示唆された。医療

機関が求めるニーズに対し県 Co.が迅速に

適切に対応することにより、県 Co.の信頼

感を得ており、良好な関係を築いていた。 

一方、調査対象の県 Co.全員は、施設や

主治医と普段から良好な関係を構築するこ

とが重要であると感じているものの、活動

内容にばらつきがあった。そして医療機関

や医師との連携やコミュニケーションが図

れていないと感じている地域は、臓器提供

数も低迷している地域であった。 

県 Co.の日々の効果的な活動方法を行う

ためには、以下の７つの体制を構築するこ

とが重要であると考えられた。 

①県 Co.の具体的活動内容の明示化および

標準化 

②県 Co.の人材育成と具体的な業務習得機

会の設定 

③県 Co.のコミュニケーション能力の向上 

④具体的な活動規定の制定と評価体制（質

の担保）の構築 

⑤メンター制度の導入 

⑥雇用形態・待遇の統一 

⑦人口や施設数に応じた県 Co.配置体制の

見直し 

これらの 7 つの課題を考慮した包括的な

県 Co.のあり方の検討が求められる。 

 

E．結論 

 移植医療に携わる担当者に対しインタビ

ュー調査を行った結果、県 Co.と医療機関

の医師との良好な関係が選択肢提示数に関

与していることが示唆された。調査対象の

県 Co.全員は、施設や医師等と普段から良

好な関係を構築することが重要であると感

じているものの、活動内容にはばらつきが

あることが明らかになった。県 Co.の日々

の効果的な活動を行うためには、①県 Co.

の具体的活動内容の明示化および標準化、

②県 Co.の人材育成と具体的な業務習得機

会の設定、③県 Co.のコミュニケーション

能力の向上、④具体的な活動規定の制定と

評価体制（質の担保）の構築、⑤メンター

制度の導入、⑥雇用形態・待遇の統一、⑦

人口や施設数に応じた県 Co.配置体制の見

直しの７つの体制を構築することが重要で

あると考えられた。 

 次年度においては、さらなるインタビュ

ー調査を行い、効果的な活動方法を検討し、

具体的な県 Co.のあり方を提案したいと考

える。 
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A. 研究目的 

 2010 年の改正臓器移植法の施行により、本人の

意思が不明の場合でも、家族の承諾があれば臓器提

供ができるようになった 1)。しかし実際は、法改正

後においても脳死下および心停止後の臓器提供件数

は伸び悩んでおり、とくに諸外国に比較すると人口

あたりの臓器提供件数は非常に低い値にとどまって

いる 2,3)。臓器移植を希望する患者数に比べドナー

の数は著しく少なく、本邦の移植医療においてドナ

ー臓器不足の解消は、喫緊の課題といえる。 

 臓器提供は、救急の終末期において、患者家族よ

り臓器提供の申し出があるか、あるいは主治医等か

らの選択肢提示が行われることがきっかけとなる。

平成 27年 5 月に厚生労働省より公開された「脳死

下での臓器提供事例に係る検証会議 200 例のまと

め」によると、臓器提供の意思を把握するきっかけ

のうち、主治医等からの選択肢提示によるものは

28％にとどまっており 4)、今後の潜在的な臓器提供

希望者の意思を確実に汲みとり臓器提供に繋げるた

めには、医療機関において救急の終末期患者に対す

る選択肢提示が重要なステップとなる。しかしなが

ら、終末期患者に対して臓器提供の選択肢提示を行

うことは主治医等の心理的負担が大きく、選択肢提

示を躊躇する場合も少なくないことが指摘されてい

る 5,6)。 

 このような背景をふまえ、平成 28年度の本研究

班内において、標準化された臓器提供の選択肢提示

方法の確立を目的として、家族説明の際に用いるた

めの新たなフォーマットによるリーフレット開発が

行われた。本研究では、このリーフレットの臨床現

場における使用感を評価するために、救命困難と判

断された症例の選択肢提示の際に本リーフレットを

使用してもらい、選択肢提示を行った主治医等を対

象とした質問票調査によりリーフレットの有用性の

評価を行った。 

 

B. 研究方法 

①対象者 

 長崎大学病院救命救急センターに勤務する医師 

②調査期間 

研究要旨： 

 本邦における臓器提供の促進のためには、医療機関において救急の終末期患者に対する臓器提供の意

思確認と選択肢提示が不可欠である。しかしながら、救命困難な症例に対する臓器提供の選択肢提示は

主治医等の心理的負担が大きい。このような背景をふまえ本研究班では、標準化された臓器提供の選択

肢提示方法の確立を目指し、新たなフォーマットによるリーフレットを開発した。本研究では、救急科

の医師が実際に使用した時の感想を調査した。 

 調査期間内において、本リーフレットを用いた選択肢提示が 2例に行われた。説明を行った医師はそ

れぞれ医師経験 3年目（選択肢提示経験無し）と 18年目（選択肢提示 20例程度）であった。使用後の

意見によると、本リーフレットは家族に終末期状態であることの理解を促し、かつその後の方針の一つ

として臓器提供を検討いただけるような説明ツールであった。なおこれらの 2症例はいずれも臓器提供

に至った（心臓停止後提供 1例、脳死下提供 1例）。今後は、これまで選択肢提示経験の少なかった施

設や医師にもリーフレットを使用して頂き、より使いやすいリーフレットの開発につなげていく予定で

ある。 



平成 29年 7 月～平成 30年 3 月 

③実施方法 

 上記期間において、長崎大学病院救命救急センタ

ーへ入院となった症例のうち救命困難（救急医療の

終末期）と判断された症例において、家族の病状理

解・受け入れ状況をふまえ、主治医等により臓器提

供の選択肢提示を行った。選択肢提示にあたって

は、本研究班で作成したリーフレット（資料 1）を

用いた。さらにその後、リーフレットを使用して選

択肢提示を行った担当医等に対し、使用後の感想や

リーフレットへの意見を収集するため、質問票（資

料 2）を作成した。 

④倫理面への配慮 

 本研究は、臓器提供を実施した主治医等を対象と

した、リーフレット使用後のアンケート調査であ

る。終末期患者の診療情報、および選択肢提示を受

ける患者家族に関する個人情報は一切収集しない。

また、アンケートを記入する主治医等についても回

答は任意とし、アンケート項目にあるリーフレット

使用者自身の診療科、医師経験年数、選択肢提示経

験数についても任意記載とすることによって、倫理

的配慮を行った。 

 

C. 研究結果 

 上記研究期間内において、2例のリーフレットを

用いた選択肢提示が行われた。これらの 2症例にお

いて選択肢提示を行った担当医にそれぞれ調査票を

配布し、いずれも回答を得た。 

 以下に、各症例の概要を示す。 

①症例呈示 

症例 1：20歳代 男性 

 縊頸による心肺停止。救急車での搬送途中に心拍

再開し、当院へ搬入となった。来院時 JCS:III-

300、瞳孔両側散大、自発呼吸無し、心拍数

117bpm、血圧 139/74mmHg。外来での処置中にわず

かながら自発呼吸出現し、瞳孔径の縮小を認めた。

脳低温療法をふくめた全身管理を行ったが第 4病日

に再び両側瞳孔散大し自発呼吸も消失、頭部 CTに

て低酸素性脳症の所見を認めた。第 8病日に「脳死

とされうる状態」と診断され、同日家族への病状説

明の際に、リーフレットを用いた臓器提供の選択肢

提示が行われた。第 13病日、家族より臓器提供に

関する説明希望があり、同日、県臓器移植コーディ

ネーターより臓器提供に関する一般的な説明がなさ

れた。第 15 病日、家族より臓器提供の申し出があ

り、その際に本人の健康保険証裏面に「心臓停止後

に臓器を提供する」旨の自筆の意思表示記載を確認

した。第 17 病日に臓器摘出承諾書を作成、第 24病

日に両腎の提供となった。 

症例 2：30歳代 女性 

 自宅内にて卒倒したもの。救急隊接触時は心肺停

止状態で、蘇生処置を行いながら当院へ救急搬送さ

れた。来院時心静止で、アドレナリン 1mg 投与後に

自己心拍再開した。JCS:III-300、両側瞳孔散大、

自発呼吸なし。頭部 CTにてくも膜下出血（左内頸

動脈瘤破裂）を認めたが、深昏睡のため手術適応な

く、保存的治療の方針となった。第 3病日の頭部

CT にて低酸素性脳症の所見を認め、第 7病日「脳

死とされうる状態」と診断された。第 9病日の家族

説明時に、医師経験年数 18 年目の救急科医師（選

択肢提示経験 20例程度）により、脳死とされうる

状態の宣告とともに臓器提供の選択肢提示が行われ

た。第 12病日、家族より臓器提供に関する説明希

望あり、翌日県臓器移植コーディネーターとの面談

が実施された。その際、本人による意思表示はなさ

れていないことが確認された。第 18病日、家族よ

り脳死下臓器提供の申し出あり、第 19 病日に承諾

書作成、第 21病日より 2回の法的脳死判定を経

て、心臓、両肺、肝臓、膵臓、両腎の提供に至っ

た。 

②リーフレット使用後の調査結果 

 症例 1において選択肢提示を行ったのは、医師経

験年数 3年目の救急科医師で、これまで選択肢提示

の経験は無かった。調査票の回答より得られた、リ

ーフレットに対する意見は以下のとおりである。 

 ・リーフレットを用いることで、選択肢提示の際

に伝えるべきことを過不足なく、かつ平易な言葉で

説明できた。 

 ・家族は、パンフレットを見ながら、回復困難で

あることや臓器提供の意思表示に関して、記載内容

に沿って質問をすることができた。 

 ・「呼吸」に関して説明する部分のイラストが、

やや分かりづらい（自発呼吸が消失していることを

連想しにくい）。 

 ・臓器提供の意思表示確認の部分にはイラストが

用いられていないが、ここにもわかりやすい図やア

イコンを掲載してほしい。 

 症例 2は、医師経験年数 18 年目の救急科医師

（選択肢提示経験は約 20例）によって行われた。

症例 2におけるリーフレット使用後の意見は以下の

とおりである。 

 ・脳死患者において、終末期であることを家族に

伝える際の説明事項である「脳死の説明→救命困難

であることの告知→今後の治療方針の検討→臓器提

供の意思確認・選択肢提示」という説明の流れに沿



ってリーフレット記載内容が構成されており、実際

の病状説明のなかで違和感なく使用できた。 

 ・リーフレットは家族が持ち帰ることができるた

め、後ほど家族内で説明内容を振り返りながらじっ

くりと今後のことを考えるきっかけとなる有用なツ

ールと思われた。 

 ・本リーフレットは、脳の全機能が廃絶している

こと、自発呼吸がないこと、心機能が著しく低下し

ていること、すなわち既に脳死状態であり回復の可

能性がないことを前提として記載されているため、

脳死（脳死とされうる状態）の診断が未だなされて

おらず、かつ救命困難と考えられる症例に適応でき

るかが不明確である。 

 上記の意見のほか、「起こりうる事態」や「御意

見をお聞かせください」の項目における、若干の文

言修正に関する要望もあった。 

 

D. 考察 

 臓器提供は、救命が困難とされた救急の終末期に

おいて、患者家族より臓器提供の申し出があるか、

あるいは主治医等からの患者家族に対する選択肢提

示がきっかけとなり行われる。このため、患者本人

や家族の意思を汲みとり活かすためには、救急医療

の現場において家族からの申し出がなされやすい環

境作りにつとめるとともに、臓器提供のドナー候補

と考えられる症例において、主治医等からの選択肢

提示がしっかりと行われることが肝要である。日本

臓器移植ネットワークの報告によると 7)、臓器移植

法改正以前の 1997 年 10月〜2010 年 7月における

脳死下臓器提供 86 件のうち、選択肢提示を契機と

したものは 5例（5.8%）にとどまっていたが、改正

法以降、2010 年 7月〜2017 年 9 月までに実施され

た脳死下臓器提供 389 件のうち 206 例（53.0%）が

選択肢提示によるものであり、臓器提供数の増加の

ためには、救急医療の終末期の現場における選択肢

提示の重要性がますます高まっている。 

 一方、終末期患者の家族に対して臓器提供の選択

肢提示を行うことは、主治医等への心理的負担が極

めて大きく、選択肢提示を躊躇する場合も少なくな

いことが指摘されている 5,6)。とくに、臓器提供の

ドナー候補となりうる症例は、大部分が急性発症の

疾病・外傷例であり家族の動揺も大きく、主治医等

は臓器提供の選択肢提示を行うことによって早期の

治療断念あるいは放棄ととらえられることを懸念

し、また家族からの信頼を失うことを恐れ、臓器提

供の話題を持ち出すことを差し控える医師も多いと

いわれている 5)。このような状況を考慮し、選択肢

提示を行う際の主治医等の心理的負担を軽減するた

めに、「自治体からの依頼」という形で臓器提供の

話題を持ち出せるようなパンフレットや院内掲示用

ポスターが多くの自治体で作成されており、長崎県

においても各医療機関に紹介・配布されているが
8,9)、このパンフレットを家族に渡すこと自体も躊

躇され、実際の現場にてなかなかパンフレット配布

が浸透していないのが実状である。 

 今回用いた選択肢提示のリーフレットは、自治体

作成のパンフレットがなかなか普及しない現状をふ

まえ、本研究班において選択肢提示に伴う心理的負

担を軽減し、かつ救急の終末期の現場における選択

肢提示を促進するためことを目的として開発された
10)。具体的には、ソーシャルマーケティング手法に

おけるターゲットの行動制御要因に焦点をあてたメ

ッセージ開発手法に基づき、”伝えるべき”ポイン

トを、ターゲットにとって”受け取りやすい”形で

伝えることを意識し、医療・公衆衛生分野で実績を

有するコピーライターおよびデザイナー監修のも

と、実際に選択肢提示を行う立場にある医師にとっ

て”渡しやすさ”をも考慮した説明ツールとして作

成された。特徴として、従来の自治体作成パンフレ

ットにあるような「臓器提供に関する話をコーディ

ネーターから聞くこと」の希望の有無を問うもので

はなく、通常の”救命困難な状況”を伝える際の説

明の流れのなかで臓器提供についての意思表示確

認・選択肢提示を行うものである。具体的には、脳

機能の廃絶と心肺機能の著しい低下により今後の回

復が不可能であることを冒頭で明確に伝え、さらに

これから起こりうる事態についても説明し、そのう

えで以後の治療方針についての検討を家族に促す流

れの中で、患者本人の意思表示の有無を確認すると

ともに家族に対して臓器提供についての選択肢も呈

示する形式となっている。あくまで病態説明、救命

困難であることの理解を促すことを主とし、臓器提

供についてはリーフレットの最後の部分でスペース

も少なく記載されているため、抵抗感が少なく現場

で受け入れやすいものと考えられる。 

 本研究で対象となった 2症例においては、選択肢

提示を初めて行う医師と選択肢提示をある程度経験

した医師の両者でリーフレットが使用されたが、使

用後に記載された調査票からは、どちらの医師にと

っても有用なツールとして概ね好意的に受け入れら

れた。一方、選択肢提示をうけた患者家族における

リーフレットの印象は本研究で聴取していないが、

いずれの症例も臓器提供に至った結果をふまえる

と、それほど拒否感なく受け入れられたのではない

かと推察される。ただし、選択肢提示がなされたあ

とに家族間で終末期の治療方針や臓器提供について



判断する際に、本リーフレットが活用されていたか

どうかは、明らかでない。患者家族にとってのリー

フレットの有用性を検証するためには、選択肢提示

が行われた患者家族におけるインタビュー調査が必

要であるが、対象症例のほとんどがその後死亡退院

となることを考慮すると、家族へのインタビューは

困難であり、現時点では患者家族に対する調査は予

定していない。 

 今後の展開として、多くの医師に本リーフレット

の使用を依頼し、使用実績を増やしていくことが必

要である。単一施設・単一部門での使用症例数は限

定的であるため、今後は対象を長崎大学病院救命救

急センターのみならず、院内の全診療科や、救急の

終末期患者を診療することの多い他施設にも拡大す

る予定である。とくにこれまで選択肢提示経験の少

なかった施設や医師にリーフレットを使用してもら

い、使いやすさを検証することで選択肢提示症例数

の増加にむけたリーフレットの作成につなげていき

たい。 

 

E. 結論 

 本研究班で開発した新たなフォーマットによるリ

ーフレットを用いて、救急医療の終末期と診断され

た 2症例に対する臓器提供の選択肢提示を行った。

選択肢提示の経験の有無によらず、使用した医師に

おいては現場で使いやすいリーフレットとして、好

意的に受け入れられた。また、本リーフレットを用

いて選択肢提示が行われた 2症例はいずれも臓器提

供に至っており、患者家族にとっても終末期の対応

ならびに臓器提供について考えるきっかけを供する

可能性が示唆された。 
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厚生労働科学研究費補助金 難治性疾患等政策研究事業 

（免疫アレルギー疾患等政策研究事業（移植医療基盤整備研究分野）） 

 

「ソーシャルマーケティング手法を用いた心停止下臓器提供や小児の臓器提供を含む 

臓器提供の選択肢呈示を行う際の理想的な対応のあり方の確立に関する研究」 

 

平成 29 年度 分担研究報告書   

 
臓器提供医療機関における選択肢提示に関わる研究 

 
研究分担者：大宮 かおり 公益社団法人 日本臓器移植ネットワーク 

 
     
研究要旨 

  臓器提供に関する国民の意思をより確実に活かすことができる提供施設の体制整備と
その拡充を目的とし、5類型施設の院内体制整備や提供施設技術研修会を強化・充実した。
また、終末期医療の説明の中で臓器提供に関する選択肢を提示することに関する実態等
を把握し、患者家族の心情に配慮した対応方法を医療機関において整備することへの支
援を行い、さらに患者家族への支援体制を構築する上での基盤整備のため問題点や課題
を整理した。また、約 14,000 名の移植希望患者のため、一層の移植医療の体制整備とし
て、臓器提供に関する意思表示の重要性を広く周知するための普及啓発活動や健康保険
証や運転免許証での意思表示を促進するための活動を展開した。 

  地域単位の移植医療体制の充実のため、医療機関における院内体制整備を、都道府県内
における臓器移植関係者（都道府県行政、腎バンク、アイバンク、医療機関、民間団体、
都道府県コーディネーター）と連携し実施した。 

 
 
A．研究目的 

 脳死下臓器提供施設が可能な医療機
関は、いわゆる 5類型施設（大学附属病
院、日本救急医学会指導医指定施設、日
本脳神経外科学会基幹施設又は連携施
設、救命救急センター、日本小児総合医
療施設協議会の会員施設）に該当する施
設であり、平成 27 年 6 月末時点で全国
862 施設あった。そのうち、18 歳未満の
小児を含め院内体制が整備されている
施設が 245 施設（28.4％）、18 歳以上に
関し院内体制が整備されている施設が
145 施設（16.8％）あり、半数以上の 5
類型施設では院内体制が整っていなか
った（もしくは体制整備に関し公表を希
望しない）。 
 公益社団法人日本臓器移植ネットワ
ーク（以下、JOT）では、国民の臓器提

供意思をより確実に活かすことができ
る院内体制を医療機関において整備す
ることへの支援として、平成 23年から、
院内体制整備事業を展開している。その
結果、本事業を実施している医療機関か
らの臓器提供が増加傾向にあった（平成
27 年度に実施した 17 施設から 18 件提
供（全国比 20.9％）、平成 28 年度に実
施した 66 施設から 27 件提供（全国比
26.2％）（図 1）。 
 このことから、5類型施設の体制整備
の強化と拡充を図ることは臓器提供の
増加に繋がることが示唆されたため、平
成 29 年度はこれまでの活動を継続する
と共に、事業実施施設及び提供施設技術
研修会を増加し、院内体制整備上の基盤
整備の強化を目的とした。 
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（図 1） 

  
 
（図 2） 

  
 
 
B．研究方法 

平成 29 年度における院内体制整備支
援事業は、5類型施設を対象に、当該施
設の状況に応じて、院内の各部門間の連
携及び都道府県コーディネーターをは
じめとする院外の移植医療関係者との
連携の下で、院内コーディネーターの設
置、院内マニュアルの作成や実際の臓器
提供を想定したシミュレーション等を
実施することにより、臓器提供に関する
国民の意思をより確実に活かすことが
できる院内の体制を整備することを目
的とし、3つのプランから成り立つ。こ
の事業を希望する医療機関は JOT に申
請し、審査基準を満たしていた医療機関
は 1 年間を通して様々な取り組みによ
り院内体制整備を図る。平成 29 年度は
85 施設が院内体制整備支援事業を実施
した（図 3）。 

 
 
 

（図 3） 

  
 

 
C．研究結果 

 平成 29 年度におけるドナー情報連絡
総件数は 400 件、そのうち有効情報件数
（第一報時に臓器提供の可能性のある
情報）は 250 件であり、臓器提供者数は、
脳死下の臓器提供が 78 名、心臓停止後
の臓器提供が 31 名であった。 
院内体制整備支援事業を実施した 85

施設から 32 件（全国比 37.6％）の臓器
提供があった。 
5 類型施設を対象に、法的脳死判定の

方法を習得し、脳死下臓器提供に関する
終末期患者の意思をより確実に活かすこ
とができるような院内体制を整備するた
めに、各種学会においてハンズオンセミ
ナーを 5 回開催した。また、臓器提供施
設の医師、看護師、臨床検査技師、院内
コーディネーター等を対象に、「救急医療
における脳死患者対応セミナー」を 3 回
開催し、脳死判定、脳死判定後の医療者
の対応、臓器提供をひとつの選択肢とし
て提示すること、臓器提供時の院内活動
等、具体的場面を想定した実際的な総合
学習を行った。 
家族が移植コーディネーターからの説

明を聞きたいと申し出をするきっかけは、
医療者からの選択肢提示（説明を聞くか
の意思確認）と家族からの自発的な申し
出とがあり、2017 年は 2016 年に比べ増
加傾向にあった（図 4、5）。 
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（図 4） 

   
 
（図 5） 

   
  
 
D．考察 

 脳死下臓器提供は年々増加傾向にあ
り、その具体的分析には至っていないが、
院内体制整備への取り組みが患者及び
家族の臓器提供意思を活かすことに繋
がり臓器提供の増加に繋がっているこ
とが示唆された。また、院内体制整備支
援事業を実施した 85 施設には提供施設
技術研修会への参加を推奨している。こ
の研修会では、座学やロールプレイ、グ
ループディスカッション等による実践
的な研修を行っており、また他の医療機
関との交流や情報交換の場にもなりえ
るため、自施設での取り組みへの還元や
モディベーションの維持・促進にも繋が
っていると考えられる。 
 これまでの調査結果を分析し、国民が
臓器提供に関する意思表示がしやすい
環境作りと医療機関における患者家族
の臓器提供意思を活かす仕組み作りを
整備していく必要があることが示唆さ
れた。 

 

E．結論 
 移植医療の推進のためには、病院啓発
と一般啓発との両面からの活動が重要
である。特に病院啓発においては、臓器
提供を円滑に実施するための院内体制
を整備することや選択肢提示に加え、患
者や家族の臓器提供意思の把握の仕方
や患者の生き方や思いを尊重した終焉
の過ごし方を家族と共に考えることの
できる体制を構築することも必要であ
ろう。さらに、今後は医療機関のニーズ
に応じた支援事業の展開や教育研修プ
ログラムの開発にも取り組んでいく必
要があると考えられた。 

 
 
F．健康危険情報 
 特記すべきことなし 
 
G．研究発表 
1. 論文発表 
 該当なし 
 
2. 学会発表 
該当なし 

 
H．知的財産権の出願・登録状況（予定を含
む。） 
1．特許取得 
 該当なし 
 
2．実用新案登録 
 該当なし 
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 特記すべきことなし。 
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��病院

ご家族の皆様と
お話したいこと

皆様とご相談するために、現在の状況と、
起こりうることをまとめました。これから
のことについては、この紙をお持ち帰りに
なってご家族でお話し合いをしてくださっ
てもけっこうです。ご心配、ご不明なこと
はなんでもご遠慮なく、主治医・看護師に
ご相談ください。



機能の障害と処置

脳の機能がすべて失われて
いると考えられます。

ご自身で呼吸することが
できません。

痛みなどの刺激にまったく反応がない。
昏睡状態にある。
記憶、感情、運動の命令などの機能が
失われている。
呼吸・循環機能の調整などの機能が失
われている。

�

�

�

�

人工呼吸器を使用しないと呼吸ができない
状況です。

心臓の機能が低下しています。
心臓を動かすために、現在、最大限の
薬剤を使用せざるを得ない状況です。

その他
（障害されている機能、症状など）

回復の見込み

できる限りの処置を施しておりますが、残念ながら回復の見込みはありません。



起こりうる事態

・ 急激な血圧の低下 ・ 突然の心臓停止

・ 肺炎、敗血症などの重篤な感染症等

その他

ご意思をお聞かせください

これより先はご意思の確認が必要な段階です。
ご本人が「万一のときはこうしてほしい」とおっしゃっていたことがあれば医師に
お伝えください。また、ご家族のご希望をお伝えください。

□ 命の続く限り最後まで処置してほしい。

□ 回復の見込みがないのなら、処置はやめてほしい。

ご本人のご意思をご確認ください

□ ご本人が免許証・保険証などで臓器提供の意思表示をしている。
（臓器・組織提供について詳しい話を聞きたい方はお知らせください）



本文書は平成29年度厚生労働省科学研究費補助金（免疫アレルギー疾患等政策研究事業）で作成されています。
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ページ 1 

家族説明リーフレット「ご家族の皆様とお話したいこと」 
 

 

１．はじめに  
本研究班の調査で、人生の最終段階における医療では、ご家族との話し合いの中で、今後取りうる対応をわかりやすい形で示すこと、
患者さんの Living will を拾いやすくすることが、改めて重要であると分かってきました。ご本人とご家族ができるだけ納得のいく最期の迎
え方を考えていくために、今後ご本人とご家族の意思によって取りうる様々な選択肢があるということの情報提供1を行うことが大切なの
ではないかと考えています。 

2. リーフレットの目的 
ご家族は患者さんの人生の最終段階を迎えるにあたって並々ならぬ動揺があり、状況の理解には時間を要すことは当然です。そこで持
ち帰って繰り返し読み返すことができるリーフレットを用いた説明によって、ご家族の受容と理解の一助となればと思います。 

ツールとしてご活用いただけるよう、リーフレットは以下を意図して作成されています。 

1. 患者さんが回復の見込みがない状況であることを、わかりやすく説明しご家族の理解を助ける。 

2. 患者さんの病状とそれに対しどのような処置がされてきたか、改めて情報を整理しご家族の理解を助ける。 

3. 人生の最終段階において取りうる医療の選択肢をわかりやすく提示する。 

4. 今後の対応についてご本人とご家族の意向を確認する。 

5. ご家族が持ち帰り、再度読み直すことができる。 

6. 医師からの説明を直接聞くことができなかったご家族にも患者さんの状態を伝えることができる。 

3. リーフレット使用のタイミング 
人生の最終段階2を迎えた患者さんの病状をご家族と共に確認し、今後の対応をご相談するタイミングです。具体的には、病院で最善
の治療を受けたにもかかわらず、回復の見込みがない状態と判断された時点以降と思われますが、個々の症例やご家族の受容度によ
ってタイミング3が異なることもあると考えます。（図１） 

  

                                                      
1 以前より関心があった方（関心・準備期にある方）に対するリマインドという意味での情報提供であり、あくまで 1 つの選択肢として臓器提供があることをお伝えするというス
タンスです。関心の無い方に対し強くお願いするという意図はありません。 

2 厚生労働省では終末期のことを、このように表現しています。 

3 多くの場合、使用のタイミングは回復の見込みがない状態（脳蘇生の限界点）から、脳死とされうる状態の診断までの期間かと思います。しかし、施設によっては脳死判
定をしないと情報提供ができない所もあります。また、ご家族に病状を理解して頂くという意図も含めて脳死判定を実施する場合等もあるなど、症例によって様々なケースが考
えられます。そのため、リーフレット使用のタイミングに幅をもたせてあります。 



ページ 2 

 

（図 1）リーフレット使用のタイミング 

 

4. リーフレットの構成 
（図 2-1）リーフレット 内面 左側 

    

 

② 

①  （図 2-1） 

① 機能の障害と処置 

患者さんの病状と実施所定が整理されています。 

② 回復の見込み 

病状を正しく理解して頂くため、回復の見込みがないこと
をあえて明記しています。今後の対応を考えるためには、
ご家族の理解が不可欠と考えるためです。 



ページ 3 

（図 2-2）リーフレット 内面 右側 

 

（図 3）リーフレット表紙 

 

⑤ 

（図 2-2） 

③ 起こりうる事態 

今後患者さんの状態が急変する可能性があることを説明
しています。「その他」の欄には症例に応じて追記頂けるよ
うになっています。 

④ ご意思の確認 

人生の最終段階を迎えた患者さんのご意思を確認しま
す。またご家族のご意思を確認します。４ 

 

 

 

４保険証などの意思表示確認が、小さなフォントとなっているのは、無関心期の方にお

願いをしているわけではなく、「いざという時は考えている」という関心・準備期にある人に

対するリマインドであるためです。（言い換えれば、臓器くれくれ感を無くすためです。）

医師によっては、「これでは控えめすぎる」というご指摘もあるかと思いますが、無関心期

の考えを変えるという意図はなく、敢えてこのような形としています。 

③  

④  

（図３） 

⑤ リーフレットについての説明 

医師からの説明を直接聞くことができなかったご家族と相
談する際にもご活用頂けることを提案しています。 



ページ 4 

リーフレットは A3・A4 サイズの 2 種類で、カラー版とモノクロ版があります。モノクロ A4 サイズは、施設によっては電子カルテシステムに登
録いただき、病棟でプリントアウトして使用いただくことを想定して作成しました。 

（図 4）モノクロ版リーフレット 

   

 

5. リーフレットの文言変更について 
A4 サイズのリーフレットデータは、内容や文言の変更が可能です。リーフレットの内容を、ご使用いただく先生方や医療機関のお考えに
沿った、言葉遣いや表現として頂くことができます。 

6. 留意点 
今後の対応についご家族の意向をすぐにまとめなければならないわけではなく、時間が必要な場合もあるかもしれません。個々の症例の
状況に合わせる必要があります。 







臓器提供の選択肢提示における「ご家族の皆さまとお話したいこと」リーフレット
使用後のアンケート調査用紙　 （Ver 1.1） 

　このたびは、お忙しいなか本調査にご協力いただきありがとうございます。今回お使いいただ
いたリーフレットは、終末期の状態の患者さんご家族に対し、臓器提供に関するご本人やご家族
の意思を確実に汲みとること、そして臓器提供の選択肢提示の際における担当医の負担を少しで
も軽減させられることを目的とし、厚生労働省科学研究費補助金（免疫アレルギー疾患等政策研
究事業）において作成されたものです。今後、より多くの施設・先生方に使用していただけるよう
に、このリーフレットの内容をさらに改善していきたいと考えておりますので、今回お使いいただ
いた後のご感想・ご意見をぜひお聞かせください。 

● 表紙・裏表紙 
【表紙・裏表紙の色合い・デザインについて】 
□　このままでよい 
□　色合い・デザインの変更がのぞましい 

【表紙タイトル「ご家族の皆さまとお話したいこと」について】 
□　このままでよい 
□　タイトルを変更・修正した方がよい 

（変更・修正が望ましいと思われる内容を具体的に記入して下さい）

（変更・修正が望ましいと思われる内容を具体的に記入して下さい）



【表紙の説明文について】 

□　このままでよい 
□　説明文を変更・修正した方がよい 

● 本文面について 

【本文面の色合い・デザインについて】 
□　このままでよい 
□　色合い・デザインの変更がのぞましい 

（変更・修正が望ましいと思われる内容を具体的に記入して下さい）

（変更・修正が望ましいと思われる内容を具体的に記入して下さい）



【「機能の障害と処置」の項目について】 
 

□　このままでよい 
□　アイコン（図）を変更・修正した方がよい 
□　説明文を変更・修正した方がよい 

【「回復の見込み」の項目について】 

□　このままでよい 
□　説明文を変更・修正した方がよい 

（変更・修正が望ましいと思われる内容を具体的に記入して下さい）

（変更・修正が望ましいと思われる内容を具体的に記入して下さい）



【「起こりうる事態」の項目について】 

□　このままでよい 
□　項目を追加・削除、または説明文を変更・修正した方がよい 

【「ご意思をお聞かせください」の項目について】 

□　このままでよい 
□　説明文を変更・修正した方がよい 

（変更・修正が望ましいと思われる内容を具体的に記入して下さい）

（変更・修正が望ましいと思われる内容を具体的に記入して下さい）



【「ご本人のご意思をご確認ください」の項目について】 

□　このままでよい 
□　説明文を変更・修正した方がよい 

【リーフレットを用いた臓器提供の選択肢提示について】 
□　リーフレットを呈示しながら、記載内容に沿って説明（臓器提供の選択肢提示）を行った。 
□　臓器提供という選択肢について口頭で説明し、その後ご家族にリーフレットを手渡した。 
□　口頭による臓器提供の選択肢呈示は行わず、リーフレットをご家族に手渡した。 
□　口頭による臓器提供の選択肢提示を行ったが、リーフレットは手渡さなかった。 
□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 

【説明時のご家族の反応はいかがでしたか？】 

【リーフレットを使用した印象はいかがでしたか？ご自由に感想をお書きください。】 
　 

【最後に、先生ご自身について差し支えのない範囲でお答えください】 

診療科名：　　　　　　　　科 
医師経験年数：　　　　　　年 
臓器提供の選択肢提示のご経験：　□　初めて 
　　　　　　　　　　　　　　　　□　今回で2回目 
　　　　　　　　　　　　　　　　□　今回で3～5回目 
　　　　　　　　　　　　　　　　□　今回で6回目以上 

・アンケート調査は以上です。ご協力いただきありがとうございました。 
・本調査につきまして、ご意見やご不明な点等ございましたら、下記までご連絡ください。 
　　　　　　　　　　　　　救命救急センター医局　内線番号 7765　　担当：田﨑、平尾

（変更・修正が望ましいと思われる内容を具体的に記入して下さい）



表1             アンケートのお願い 

 我が国の子どもを持つ親が、もしもわが子が脳死状態に陥った時の感情の疫学調査はこれまで

調査報告がないこともあり、下記研究班において、親の一般的な脳死に対する心境調査をするこ

とになりました。恐れ入りますが、下記質問にお答えいただけますよう、お願いいたします。（な

お、匿名調査で研究以外の目的での使用は行いません）なお、このアンケート内容は市立八幡病

院倫理委員会の議を経て、実施しています。 

当てはまる項目の番号に○をお付け下さい。 

1. あなたは ①母親  ②父親  ③祖父  ④祖母 

2. あなたご自身はドナーカード（意思表示した）をお持ちですか？ ①はい  ②いいえ 

3. お子さんの年齢（きょうだいがいる場合一番下のお子さんの年齢で） 

   ①1 歳未満  ②1 歳から 4 歳台  ③5 歳から 9 歳台  ④10 歳以上 

4. あなたのお子さん達の健康状態は？（きょうだいで誰か当てはまる人がいたら○して下さい） 

   ①健康である ②生まれつき（または生後）の病気で寝たきりである ③①②どちらでもない 

5. 2010 年に脳死下臓器移植法が改正され、臓器移植が 15 歳未満の小児にも適応され、臓器移

植に限り、「脳死はヒトの死」と認められました。この考えに関してどう思われますか？ 

   ①そう思う  ②そうは思わない   

6. 子どもの脳死下臓器移植に対しては 

   ①賛成である  ②どちらとも言えない  ③反対である 

7. あなたは、自分のお子さんがもしも「脳死とされうる状態」に陥った場合、 

  その事実を受容できますか？ 

   ①絶対受容できない  ②もしかしたら受容できるかも知れない  ③受容できる 

＊①とお答えになった方も、是非、質問 8.9.10.にもご回答ください。 

8. 脳死下臓器移植医療の一貫で、お子さんの臓器提供の意志を尋ねられる場合 

   ①臓器提供は絶対しないので、話も聞きたくない  ②話だけは聞いて考えてみる 

   ③移植希望なので積極的に話を聞く 

9. わが子の脳死下臓器移植に関して 

   ①全く考えられない  ②説明によって考える  ③積極的に考える  ④移植を希望する 

10. 子どもの脳死診断および臓器移植に関して何かご意見が有りましたら、お書きください。 

 

 

 

以上、ご協力ありがとうございました。 

厚生労働省科学研究費補助金（免疫アレルギー疾患等政策研究事業） 

「ソーシャルマーケティング手法を用いた心停止下臓器提供や小児の臓器提供を含む 

臓器提供の選択肢提示を行う際の対応のあり方に関する研究」班 

分担研究：小児科領域の選択肢提示の実態に関する調査研究 

  主任研究者 江口有一郎 佐賀大学医学部地域医療支援学講座消化器内科学 

   分担研究者 市川光太郎 北九州市立八幡病院小児救急センター 



表 2 「子どもの脳死診断および臓器移植に関して何かご意見が有りましたら、お書きくださ

い。」 

自由意見抜粋（総数 121 件）  アンケート全体回答総数 1445 

【受容型】 

1. 我が子が脳死＝ヒトの死とは受け入れがたいが、移植によって助かる命があると想うと、積

極的に考えるべきだと感じます。信頼できる Dr.と話し、我が子の脳死を受け入れて進むこ

とができたら希望すると思います。「明日は我が身。」いつ 3 兄弟がどうなるか分からないと

想いながら子育てしています。ただ、どなたから頂きつながったいのちなのか、またはどの

子につないだ命なのか、我が子がどんな形で生きていた意味があったのか知っていきた

いのでお互いに知り、年賀状のやりとりなどつかず離れずの関係でいられるのもアリなの

ではと思います。 

2. 今はニュースなど情報は入ってくるが、他人事としか思えない。万が一、自分の子がと思っ

たら事実受け入れられるかわからない。臓器移植をまっている子供も多いと思いますが難

しい問題だと思いますし、簡単に答えが出る問題でもないと思う。 

3. 提供を受けるかもしれないとの考えより、このような回答としました。 

4. 脳死と診断されても、人工呼吸器などの装置を解除することで、子どもの命を絶つことが自

分に果たしてできるだろうかと疑問が残る。その反面どこかで子どもの命が助かる状況も親

としてありがたいことだと理解はしている。どちらも難しい事実です。 

5. 臓器を必要とするお子さんの命を守れるのなら、子供がそのお子さんの体内で生き続ける

と信じ提供したいと考えます。 

6. 脳死や臓器移植には興味があるので、自分はしても良いと思っているが、子供にも一個人

として意見を聞いてみたいなとこのアンケートを通じて思いました。もし、本人達が望むの

なら・・・。 

7. 自分が脳死になった場合はいくらでも提供してかまいませんが、我が子となると自信ありま

せん。説明によっては受容できるかもしれません。 

8. 心停止後なら考えると思う 

9. 短い子供の人生が移植する事で、他の方の為にもなり、新たな人生を送っていけるような

感じがするので、受容出来そうな気もするが、すぐに体にメスを入れられると思うとその間

で心が揺れるかもしれない。 

10. 生まれてから手術を多くしてきました。亡くなる時にも痛い思いをさせるのは嫌だと思いま

すが、人の役に立てるなら移植も考えます 

11. 逆だったら（移植を待つ側だったら）と考えたら、協力したい 



12. 今までは自分の事として考えていましたが、あらためて子供のことも含め考えていきたいと

思う 

13. 逆の立場になったら移植してもらえるドナーの数が多い方が助かるので自分の子供が（も

ちろん自分も）誰かの役に立つなら提供したいと思う。そのまま焼かれて骨だけになるなら

一緒だと思うので、移植後の遺体が見るも無残な姿にならないなら問題ないです 

14. 自分が死んだ場合はドナーカードで使えるものは使ってと意思表示していますが、これが

自分より先に死んだ自分の子供となるとものすごく考えると思います。でも移植してその子

が絶対に助かるのなら提供も悪くないかな？と思いますが、適合しなかった場合はくやま

れますよね・・・。他の子に提供してまで生きて欲しいと思うのなら。 

15. 子供の死を受け入れるのはとてもつらいが、臓器移植によってつながる命があるならば考

えたい気持ちになりました。 

16. 下の娘の事故死のときに思いました。少しでもお役に立てるのなら！と 

17. 相互の考えもあるので必要に応じて移植はありだと思います。その時にならないとわかりず

らいところもあります。 

18. 本当にその時にならないと分からないけど、きっと他の子供さんがたすかるならと思いま

す。 

19. それで助かる命があるのであれば同意出来ると思います 

20. 助けられる命が移植によって生き続けられる事は良いことだと思います 

21. なかなか実際には受け入れることが難しいとは思いますが、他の子ども達が苦しんでいる

方で、手術（移植）によって長く生きていけるのであれば、我が子がドナー側になったとし

ても「どこかで役立っている」「生きている」と思えると思います 

22. 少しでも助かる命があるのでしたら協力したいです 

23. 大きな声で賛成とは言えないが、医療従事者の温かい寄り添いがあってこその決断になる

と思います 

24. 死んでしまったら何もできないので他に移植されて役立てるならそうしたいと思う。子どもが

ちょっとでも移植のことがわかるようになって嫌というならしない方向で考える 

25. 脳死診断に至るまで医者と家族の密の深い意見交流が不可欠であるし、その上での先生

の判断なら親は納得すると思います 

26. もし自分の子供が他の子供さんの命を助けることができるなら、脳死でも身体がなくなって

もどこかで生きていると感じられる 

27. 難しい決断だと思うが、どこかの誰かの命が救われるのならと私は思うし難病の方たちに

良い治療がいきわたることを祈っています 

28. 本人が希望するのであればよい 



29. 我が子の死を受け入れるか、受け入れられるか今は考えられないが、子供の臓器で助か

る命があるならきちんと考えていきたい。 

30. 姿形がなくなるのは嫌だけど、他の子供が助かるなら嬉しい。自分の子供が移植してもらう

立場になるかもしれないから。 

 

 

【迷い型】 

1. 説明のやり方とケアが重要だと思います。 

2. 臓器移植については賛成 自分の子どもの脳死判定を受け入れることとも別問題のような

気がする 矛盾しているが・・・ 

3. 脳死での移植はできることならしたくないのが本音ですが、話は聞いてみたいです 

4. 受け入れるのにかなり時間がいるかも。 

5. 脳死がヒトの死という事は理解しているが、「脳死」と判定するのに間違いがないかという点

に疑問をもっている 

6. わが子が脳死状態で提供する場合はなかなか受容できないが、逆の立場を考えると（提

供してもらう側）小さな未来ある命を助けるために役に立てるならと少し思える 

7. 「脳死」と判定された場合の立場では、一度取り付けた呼吸器をはずすことはとても難しい

と思う。最初からつけずに「死亡」と判定された方が楽かもしれない。けれど、救命措置とし

てはつけて欲しいとも思う。立場によって気持ちがあまりに違いすぎるので、どれが正しい

とルールを決めるのは実際とても難しいし、どの立場でも、誰かが悲しいと思う。 

8. 説明と同意に尽きる。人によって伝え方、話し方がちがうから、前向きにとらえられるような

話し方をしてほしい。 

9. 「脳死」がヒトの死とは思いづらいです。体もあたたかくぬくもりを感じられるでしょうから・・・ 

とはいえ、自分・子供の臓器が他の体で生き続けるなら移植も考えられます 

10. 親心としては自分の子供が脳死判定されるととても悲しくうけとめられないと思いますがも

し病気になり移植しないといけないとなるときっと移植をのぞむと思うので複雑です。 

11. 自分が脳死の診断を受けたら、臓器提供希望しますが、自分の子供となれば難しいなと

思いました。簡単には答えは出ません。死亡後も誰かの中で・・・とは思いますが・・・ 

12. 子供と話をし、もし脳死となったら臓器提供する意志の有無を聞いとくといいかなと思いま

す。ただ、自分がその立場にならないとどう行動するか分かりません 

13. 脳死下の臓器移植は何歳でも賛成です。自分であれば移植を希望しますが、我が子とな

るとすぐ決断できる自信はありません。 



14. 自分の臓器なら「全部あげていいよ」と言っていますが、我が子となるとその場で「ではどう

ぞ」と言えるかは自信がない。提供するためにはよい状態で渡すのはわかっているが「脳

死です」と診断されて、まちかまえていたかのように取りにこられたり移植の話をされると感

情的になってしまいそう。 

15. 現在、臓器移植は海外へ渡航し行われている状況にあるが、その状況が必ずしも良いと

は思いません。（その国でも順番を待つ人がいるので）そのためにも国内で移植が出来る

環境が整っていて欲しいと思います。もし、我が子が脳死となれば臓器提供したいと考え

ています。しかし、現実となった場合、決断と同時に目の前から存在が無くなる状況に耐え

られるのか自信がありません。提供後、両親の精神的フォローの体制などは整備されてい

るのでしょうか？ 

16. 手術で子供の身体にメスを入れるのをどうなのか もしくは違う人の中で命を助け行き続け

るのか どちらかと思います 

17. 臓器移植の考えには賛成だし、自分はドナーカードをもっているので、脳死等になった場

合自分だったら役に立ちたいと思うけれど、我が子だと提供に賛成できるか分からないの

が正直な気持ちです。 

18. 頭ではわかっているが、我が子となると提供できないと思う。しかし、逆の立場で提供を待

つ立場なら提供してほしいと思う。なので、どちらにしろ話を聞いてその時の決断になると

思う。 

19. 我が子が移植される立場になるとすごくありがたい事だと思いますが、我が子が移植提供

の立場は正直考えられない。 

20. 客観的には理解できる。我が子が移植が必要になった場合は助かるから。でも我が子が

「脳死です。移植に協力を」と言われるとやっぱり戸惑う。人のためになってほしいけど、認

めたくない部分もあるので。 

21. 我が子が移植を受ける立場になるかもしれないと思えば、同じくらいの子から移植出来る

ことがベストだと思いますし、理解し、提供すべきと考えますが、母親の感情として子の死

を受け入れ役に立てて欲しいと今すぐ決める様になった時どのように判断するかは実施件

数も少ないため想像もつきません。 

22. 脳死によるドナー提供には問題ない。自分なら提供したい。ただ子供となると実際に受け

入れられるかは分からない。 

23. 頭では理解していてもなかなか心がついてこないものです（我が子ですから）そういったケ

ア体制をしったりしてもらえるといいと思います 

24. その時になってみないと何とも言えない 



25. 自分勝手だとは思うが我が子が病気になれば移植して元気になって欲しいと思うはず・・・。

でも脳死状態になった時に臓器をあげるとは考えられないかもしれない。自分の臓器であ

れば喜んで臓器提供できるのだが・・・。 

26. 心がつまる思いですが、助かる命があるならば考えは左右すると思います。できれば最期

まで看病したいのが本音です。 

27. とてもよいことだとは思いますが、その時になってみないとわかりません。脳死状態を死と

受け入れれば一生子供の命の終わりを決めたのは自分だと思いそうです。でも、受ける側

であればまた真逆だし、難しいです 

28. 人のためになるのであればという事で考えると提供しなければと思う気持ちがあるが、家族

の死をうけいれるまでの短い時間できめなければいけない時・・・臓器移植という答えをだ

すには時間があっても難しいことだと思う 

29. 移植により助かる命があれば助けてあげたいが自分の子が脳死と言われ受け入れること

ができるのかは・・・。これからゆっくり考えたいと思います。 

30. 病気で苦しい思いをしている子にとっては良いことだと思うが、我が子が脳死と言われても

目の前に身体は生きて温かい子がいたら受け入れられるのかどうか分からない 

31. いざ自分の子供が・・・と考えるととても悩みます。できるだけ長く一緒にいたいです。ただ、

生死を分ける状態のお子さんもいるという現実もありますのでよく考えないといけないと思

います 

32. 自分の臓器はまよわず OK を出せますが子供となると OK を出せるのか？出せるまで時間

がかかると思います 

33. 自分が脳死となれば臓器提供も考えられるが子供となると難しいと改めて思いました。 

34. 自分の子供の心臓が動いているのに臓器を取り出し提供する・・なんて辛くて考えられな

いけど、自分の子が臓器提供してもらわないといけない疾患なら誰かに提供して欲しいと

思う・・勝手ですが、正直な気持ちです。 

35. 必要だと考えるが、自分の子供がそうなった時に脳死を認められる自信がない。脳死を認

められるなら臓器提供できるかも 

36. 自分の子供が脳死とされると本当にいやだと思いますが、もし臓器移植を受けないといけ

ないときがきたら脳死をされた方の臓器提供を待つと思うし親の気持ちとして複雑です 

37. 大切なことだとは分かっていても我が子が脳死の時、臓器提供出来るか分からない 

38. 脳死と判定されても元に戻るかもしれないと最初は思う 年月がたってダメかもと思うように

なれば移植に同意する 

39. とても難しい問題と思います。我が子が提供となると考える事が多いです。我が子が受け

る側だと提供して欲しい気持ちです。 



40. もし自分の子が脳死と言われてもすぐに受け入れる事は出来ないと思いますが、移植によ

り一人でも多くの方が救われるようになってほしい。 

41. その時になって考えないと分からないが、やはり決断するには時間が要すると思います。

まず、受け入れられるかが分からない。しかし、子どもの一部が生きていると思えることも出

来るのかもしれませんが、複雑です。 

42. おおまかには理解はしているつもりですが、実際当事者になった場合には分からないの

が現状です。 

43. 脳死と診断されて、他の子のために！って、頭では分かっていてもやはり自分の子の身体

に傷をつけてしまうと考えると臓器移植をためらってしまいます 

44. 提供してもらう場合と提供する場合では自分の中で考えが定まらず説明・話は聞いてから

考えていきたい。 

45. 子供でも臓器移植が可能になったことは困っている人がいる以上喜ばしいこととは思うが、

当事者になったときに自分が決断できるかどうかはわからない。 

46. 臓器移植を待つ側の方を考えるととても賛成です。しかし、自分の子供が提供する側にな

るとすんなりとは出来ないと思います。心情的にはその時が来ないと考えられないです。 

47. 自分や夫であれば賛成だし、臓器提供もむしろ希望するが、子供となるとなってみないと

わかりません 

 

【否定型】 

1. 話は聞くかもしれないが、多分考えられないと思う 

2. 医療従事者です。臓器移植に関しては理解していますし、賛成なのですがいざ、わが子と

考えるとはっきりと提供しますとは言いがたい所があります。 

3. 非常に難しい問題です。 

4. 人の助けになるという思いはありますが、実際に我が子がそのような状態になった場合、脳

死は受け入れられないと思います。 

5. 一般論と我が子では同じ考えに至らないことの方が多い気がします。 

6. とても考えるアンケートでした。脳死が受容できないのに、はたして説明が聞けるのか微妙

です。死に対する情報や学ぶ場が少ないと思います。 

7. 受容できないが、特別な案件がある場合はそのとき考える。 

8. 子供の脳死を想像出来ず、アンケートにあまり協力出来ませんで、すみません。 

9. 我が子の事となると臓器移植には抵抗がありますが、脳死診断をされた別の親御さんが良

いと言うならそれはそれでいいと思います。 



10. 実際はその時になってみないと分からない。脳死に至るまでの経過にもよると思う。突然そ

うなった場合、受け入れるのはむずかしいかもしれない。 

11. いくら法改正で１５歳未満小児も認められるとしても死亡時の状況にもよると思うし、やはり

親（特に母親は）として１５歳未満という年齢はなんかひっかかります 

12. 我が子の脳死と診断されても親は到底受け入れることは難しいし、もしかしたらまだ希望が

あるのではないかと思うと思います。一方で臓器提供を待つ重篤なお子さんがたくさんい

らっしゃるのも事実なので、とても難しいです。 

13. 脳死状態でも意識回復する可能性は０％ではないと思う 

14. 理性では必要だとわかっても感情がなかなか受け入れられないと思う 

15. 知識不足ですが、「脳死がヒトの死」であることを認めきれません。状態が何かしらの可能

性が、運が非常に良ければあるのではないかという考えがすてきれません。 

16. 脳死状態であったとしても他の機会の力をかりてでも心臓が動いていたら奇跡を信じて

「死」を受けいれられないと思います。それが自分の身におこったことなら家族には「死」を

受け入れてほしいと思って延命措置は望みませんが、やはり家族の身におこるとこうは思

えません。ただ「他の人の身体の一部として子供の臓器が生き続ける」とも思えるかもしれ

ません。 

17. ドナーの親の気持ちを思うと複雑です。自然死が一番です。 

18. 脳死状態になると１％もしくは 0.0％でも治る可能性はないのでしょうか。自分自身が脳死

診断を受け、臓器移植をすることはかまわないのですが、０％でないなら子供の脳死を受

け入れられない気がします。例え、０％でも、受け入れられるか分からないなと思ってしま

います。 

19. 本当にもう二度と意識が戻らないのであれば臓器提供したいが、万が一誤診があるかもし

れないので、積極的には考えられない。１％でも意識が戻る可能性があるなら提供したく

ない 

20. 自分の子供が脳死と診断を受けた時、現在の脳死診断基準が完全なものかどうか不安に

なると思う 

21. 今まで考えたこともないです。基本自分の持って生まれたもので生きられないようなら移植

して〜とい う考えはない ので自分や身内がそうなってもどちら側にもならない と思う 

22. 自分については脳死について考えられるが、子どもについては考えられないと思った。難

しい 

23. 日本人の生死観ではなかなかむずかしいと思います 

24. 脳死について理解はしているが、我が子の事となると心理的に受け入れられないと思う。 



25. よくわからないし、考えられない。我が子が移植して助かるならしたいが、死んで提供とな

ると考える。渡したくないという気持ちが高いかも。 

26. 親自身診断を受け入れるまでに時間がかかるかもです。 

27. 合理的な話だし、もっともだと思う反面、日本の文化の中で育ったのでなかなか受容でき

ない。 

 

 

【その他】 

1. 子どもの臓器移植のニュースを見て、50 代 60 代の人に移植するより、10 代 20 代せめて

30 代位の若い人達優先に移植できないのかと思った 

2. 移植される側が、それだけの人間的価値があるのかを考える 

3. 難しい問題だと思いますので勉強しないとハッキリと回答できません 

4. 脳死後どのくらいの確率で意識が戻るかなど、脳死に陥った場合は細かいデータと一緒

に詳しく説明して欲しい 

5. まだ脳死診断について詳しく知らないのでまだしっかりした意見はありませんが、話を聞く

機会があれば聞いてみたいです。 

6. 想像してみるだけでは複雑な気持ちもある。当事者になった時にはっきり見えてくるかもし

れません。 

7. 難しい問題 

8. 生老病死をないがしろにして科学とはなんぞや 

9. 脳死診断の診断項目を明確にしていただければ前もって考えておくことができると思う（も

しもの時は気が動転して考えられないから） 

10. テーマがおもすぎるので考えたことがないです 

11. 通常の死（事故等）も受け入れ難しい精神状態になっていると考えられる為説明もゆっくり

１つずつ慎重に行ってほしい 

12. 今はあまり深く考えてないのでなんともいえません 

13. 実際その時になってみないと分からない 

14. 移植もやりすぎるのもなぁ・・・というイメージ年齢を設定するのも１つの手だとは思いますが 

15. その立場になってみないと何とも・・・ 

16. 深く知らないのでよくわからない部分もある 想像してみたり考えたりする時点でかなり辛く

てそれ以上考えたことがない。 

17. 臓器を提供する側とされる側と立場が変われば意見も正反対になると思うが、どちらの立

場にもならないとは言えないので、こういう活動は必要だと思う。 
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